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過
去
三
〇
年
間
に
お
い
て
、
ど
こ
で
訴
訟
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
に
つ
い
て
争
う
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
、
国
際
裁
判
管
轄
は
ま
さ
に
固
定
的
に
土
地

管
轄
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
た
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

（以

下
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
と
略
す
）
に
お
い
て

一
九
四
五
年
以
前
は
厳
格
に
領
域

的
思
考
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
、
国
際
裁
判
管
轄

は
こ
の
よ
う
な
束
縛
か
ら
ま
す
ま
す
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

か
つ
て
、
土
地
管
轄
規
定
の
二
重
機
能
性
の
原
則
が
、
国
際
裁
判
管

轄
の
迅
速
で
か
つ
確
実
な
決
定
を
可
能
に
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

今
日
、
当
事
者
、
弁
護
士
及
び
裁
判
官
は
、
第
二
審
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
の
審
級
に
な
る
ま
で
、
数
年
間
に
わ
た
り
、
こ
の
本
案
判
決
要

件
を
め
ぐ

っ
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
最
近
、
裁
判
所
が
、
個
別
事
件
の
適
正
さ
を
追
求
し
た

り
、
あ
る
い
は
単
に
、
自
分
に
と
っ
て
面
倒
な
渉
外
事
件
を
厄
介
払

い
し
よ
う
と
し
て
、
場
所
に
関
連
す
る
特
徴
点
の
存
在
の
他
に
、

「訴
訟
事
件

の
内
国
関
連
性
」
、

「内
国
と
の
十
分
密
接
な
関
係
」
、

「最
小
限
度
の
関
連
性
」
が
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち

「条
理
」
、
公
正

ま
た
は
適
正
手
続
が
保
障
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
財
産
法
上
の
訴
訟

に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
火
に
油

を
注
い
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
不
特
定
概
念
は
、

裁
判
所
の
判
決
の
氾
濫
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
し
か
し
、
い
ま
だ
に

五
六
八

（１
）

僅
か
な
が
ら
の
法
的
安
定
性
も
も
た
ら
す
に
至

っ
て
い
な
い
。

以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
憂
慮
す
べ
き
法
の
発
展
状
況
を
、
ド
イ

ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
、
並
び
に
日
本
の
例
に
依
拠
し
て
明

示
し
よ
う
と
思
う

（後
述

Ｉ
）
。
カ
オ
ス
に
至
る
道
程
は
異
な
っ
て

お
り
、
ひ
と
つ
は
急
ぎ

の
も
の
で
あ
る
し

（Ｕ
Ｓ
Ａ
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
）
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
も
の
で
あ
る

（ド
イ
ツ
、

日
本
）
。
し
か
し
、
根
本
問
題
は
ど
の
国
で
も
同
じ
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
国
際
裁
判
管
轄
権
の
行
使
は
、
国
際
法
上
の
制
限
に
服
す
る

の
か
？

（後
述

Ⅱ
）
。
そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
国
際
裁
判
管
轄
を
追

加
的
な
内
国
関
連
性
の
存
在
に
か
か
ら
せ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
の

か
？

（後
述

Ⅲ
）
。
こ
の
種
の
基
準
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す

べ
き

か
？

（後
述

Ⅳ
）
。
検
討
の
最
後
に
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
簡
単
に

触
れ
、
ま
た
固
定
的
な
管
轄
ル
ー
ル
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
い

（後
述

Ｖ
）
。

Ｉ
　

各
国
法
の
状
況

一
ロ

ド

イ

ツ

（２
）

国
際
条
約
の
適
用
の
な
い
場
合
、
財
産
法
上
の
訴
訟
事
件
の
国
際

裁
判
管
轄
は
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法

（以
下
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
）
の
な
か
で

明
文
規
定
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か



し
、
特
に
Ｚ
Ｐ
〇

一
五
条
、
三
ハ
条
、
一
〓
一条
、
一
〓
一条

ａ
、
並
び
に

二
七
条
二
項
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
立
法
者
に
よ
り
土
地
管
轄
の

規
定
に
お
い
て
併
せ
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
土
地
管
轄
と
国
際

（
裁
釧

管
轄
は
、
「そ
の
諸
要
件
が
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
し
て
も
、

国南］師制唖岬けれ椰ｒ辞罐劃『貴妹珈ばには剛緒畔却鰤

機
能
性
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

な
印
嘲
嘲
岬
構
疇
猟
』
剌
罐
鶴
い
い
醐
勧
］
は
同
澤
州
経
［
“
量
”

は
、
最
近
ま
で
極
め
て
稀
だ
っ
た
。
ま
ず
第

一
に
、
ド
イ
ツ
か
ら
見

れ
ば

（例
え
ば
Ｚ
Ｐ
〇
二
九
条

ａ
に
従
っ
て
）
、
専
属
的
国
際
裁
判

管
轄
が
外
国
に
創
設
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
外
国
で
下
さ
れ
る

判
決
は
、
例
え
ば
相
互
性
の
欠
如
を
理
由
に
し
て

（Ｚ
Ｐ
〇
三
二
八

条

一
項
五
号
）
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
承
認
さ
れ
得
な
い
だ
ろ
う
、

と
い
う
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
強
制
執
行
の
オ

ア
シ
ス
を
回
避
す
る
た
め
に
、
専
属
的
土
地
管
轄
の
二
重
機
能
性
は

破
ら
れ
、
そ
し
て
二
重
機
能
性
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
う
ひ
と
つ

の
任
意
の
裁
判
籍

（す
く
な
く
た
ヽ
Ｚ
Ｐ
。

一
五
条

一
項
二
文
）
ヘ

と
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
の
土
地
裁
判
籍
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ど

う
し
て
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
司
法
的
救
済
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ッ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

な
い
と
い
う
不
可
避
の
必
要
性
が
存
在
す
る
場
合
に
魏
一
緊
急
管
轄

を
発
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
告
は
救
済
き
魏
得
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
に
切
迫
し
た
管
轄
の
消
極
的
抵
触
は
、
そ
れ
が
、
本
来
、
法

律
上
の
も
の
で
あ
れ
、
事
実
上
の
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
理
論
上

も
起
こ
り
得
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
務
に
お
い
て
管

轄
の
消
極
的
抵
触
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
て
い
な
い
。
理
論
的
に
は
、
し

か
し
、
緊
急
管
轄
は
、
土
地
管
轄
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
、

便
宜
的
な
法
廷
地
と
し
て
国
際
裁
判
管
轄
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き

る
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。

フ
オ
ー
ラ
ム

ｏ
ノ
ン

・
コ
ン
ヴ
エ
ニ
エ
ン
ス
の
理
論
は
、
ド
イ
ツ

（
１０
）

に
お
い
て
認
知
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
土
地
管
轄
が
存
在
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
事
件
が
外
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
よ
り
良
く
審

理
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
国
際
裁
判
管
轄
を

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
完
璧
な
国
際
裁
判
管
轄
の
世
界
に
亀
裂
が
生
じ
た
の

は
、
一
九
九

一
年
に
連
邦
最
高
裁
判
所

（Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
の
民
事
第

一
一

部
が
、
激
し
く
争
わ
れ
た
判
決
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
に
到

達
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て

実
務
で
利
用
さ
れ
て
き
た
Ｚ
Ｐ
〇
二
三
条
の
財
産
裁
判
籍
は
、
「訴

訟
事
件
が
内
国
と
十
分
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
」
と
い
う
追
加
的
な

要
件
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

五
六
九
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（Ｈ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（‐２
）

る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
理
由
付
け
は
、
間
違

っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
立
法
者

が
自
覚
的
に
当
事
者
の
国
籍
ま
た
は
住
所
と
は
無
関
係
に
創
設
し
た

裁
判
籍
の
付
与
を
原
告
に
対
し
て
拒
絶
す
る
、
と
い
う
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
意

図
も
同
様
に
間
違

っ
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
〇
二
三
条
の
文
言
は
、

（Ｂ
Ｇ

Ｈ
の
こ
の
事
件
で
は

一
五
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
と
い
う
非
常
に
高
額

の
）
被
告
の
財
産
が
内
国
に
存
在
す
る
と
い
う
客
観
的
メ
ル
ク
マ
ー

ル
だ
け
で
、
全
く
合
理
的
」
が
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

下
級
審
裁
判
所
に
と
っ
て
、
民
事
第

一
一
部
の
判
決
を
引
用
し

て
、
厄
介
な
渉
外
事
件
を
受
け
付
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
誘
惑

は
、
大
き
い
。
両
当
事
者
が
ド
イ
ツ
と
の
重
大
な
接
点
を
有
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
鶴
一等
裁
判
所
は
、
そ
の
好
機
を

利
用
す
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
別
の
裁
判
所
は
、
連
邦
最
高

裁
判
所
民
事
判
例
集

（Ｂ
Ｇ
Ｈ
Ｚ
）

一
一
五
巻
九
〇
頁
で
要
求
さ
れ

て
い
る
内
国
関
連
性
が
当
該
事
件
に
お
い
て
少
な
く
と
も
充
足
さ

れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
際
裁
判
管
轄
は
Ｚ
Ｐ
〇
二
三
条
に
よ
り
認
め
ら

れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
簡
単
に
認
定
し
た
鳴
）

従
っ
て
、
こ
れ
ま
館
民
事
第

一
一
部
の
判
例
は
ま
だ
固
定
的
な
も

の
に
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
別
の
部
が
、
民
事
大
法

廷
に
事
件
を
移
付
し
て

（ド
イ
ツ
裁
判
所
構
成
法

一
三
二
条
）
、
そ

し
て
民
事
大
法
廷
が
こ
の
問
題
を
再
び
矯
正
す
る
可
能
性
が
あ
る
、

と
い
う
望
み
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
事
第

一
一
部
に

五
七
〇

・

よ
っ
て
あ
ま
り
詳
し
く
定
義
さ
れ
て
い
な
い
訴
訟
事
件
の
内
国
関
連

性
の
要
件
を
通
じ
て
、
法
的
不
安
定
が
国
際
裁
判
管
轄
に
持
ち
込
ま

れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
フ
オ
ー
ラ
ム

・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
エ
ニ
エ
ン

ス
に
比
肩
し
得
る
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
深

刻
な
危
険
性
が
存
在
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
十
分
な

内
国
関
連
性
の
基
準
と
な
る
目
印
を
追
求
す
る
こ
と
は

（後
述

Ⅳ
）
、
ド
イ
ツ
法
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

二
．
オ
ー
ス
ト
リ
ア

ド
イ
ツ
と
同
様
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
、
国
際
裁
判
管
轄

は
、
国
際
条
約
を
度
外
視
す
れ
ば
、
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

国
際
裁
判
管
轄
が
、
土
地
管
轄
に
対
し
て
独
立
の
訴
訟
要
件
で
あ
る

（‐９
）

と
い
う
こ
と
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
管
轄
法

（Ｊ
Ｎ
）
二
八
条

一

（２０
）

項
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｊ
Ｎ
二
八
条

一
項
は
、
法
定

の
土
地
管
轄
が
欠
如
す
る
場
合
で
、
三

号
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
国

際
繁
約
に
基
づ
い
て
裁
判
権
の
行
使
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

き
、
ま
た
は
二
号
、
外
国
で
の
訴
訟
遂
行
が
不
可
能
ま
た
は
期
待
で

き
な
い
と
き
」、
土
地
管
轄
裁
判
所
を
指
定
す
る
権
限
（ｏ
ａ
いｏ
”一いｏじ

を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所

（Ｏ
Ｇ
Ｈ
）
に
与
え
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
用
語
上
不
正
確
に
、
し
ば
し
ば

「内
国
裁
判
権

分
ユ
箇
０
い∽３
ｏ
ｏ
ｏ【い３
一∽ｇ
『汀
じ
」
と
呼
ば
れ
て
お



り
、
ま
た
国
家
の
裁
判
権
に
対
す
る
国
際
法
上
の
限
界
付
け
と
国
際（２２

）

裁
判
管
轄
と
の
間
で
必
ず
し
も
十
分
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
が
普
遍
性
説

（ｃ
●
いぶ
】∽”
【い一無
”∽一Ｆ
８
『いし

を

生
み
出
し
た

一
九
五
〇
年
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
に
も
当
て
は
ま

る
。
す
な
わ
ち
、
「内
国
裁
判
権
は
、
そ
れ
が
明
文
規
定
ま
た
は
国

際
法
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
限
り
、
常
に
認
め
ら
れ
る
。
内
国
裁

判
権
を
内
国
関
連
事
件
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
内
国
の
強
行
的
法
規

（２３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（２４
）

に
起
因
す
る
」
と
言
う
。
後
者
は
、
原
則
的
に
正
し
い
。
し
か
し
、

普
遍
性
説
は
、
国
際
裁
判
管
轄
に
も
及
ぼ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
無
限
状

態
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
我
々
の
関
心
は
、
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
国
際
法
上
無
限
定
の

（後
述
Ⅱ
を
参
照
）
国
際
裁

判
管
轄
が
賢
明
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
特
に
、
国
際
裁
判
管
轄
は
土

地
管
轄
に
依
拠
し
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
普
遍
性
説
は
、
裁
判
所
が

「内
国
と
の
十
分
な
接

（２５
）

近
関
係
」
を
探
求
す
る
こ
と
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
の

ひ
と
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
Ｊ
Ｎ
六
五
条
以
下
の

土
地
管
轄
に
関
す
る
諸
規
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
方
法
に
つ

い
て
は
、

聴
報
知
説

一Ｆ
，

ご
一ぃｏ
・
①
ョ

，
８
【二

」
と
い
う
表
現
が
定
着

し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
の
二
重
機
能
性
の
場
合
と
は
異
な
り
、
理
論

上
の
出
発
点
は
土
地
管
轄
の
諸
規
定
で
は
な
く
、
内
国
と
の
接
近
関

（２７
〉

係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
土
地
管
轄
の
存
在
に
も
か
か

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ッ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

わ
ら
ず
国
際
裁
判
管
轄
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
な

く
壌
）Ｊ

Ｎ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
追
加
的
な
諸
要
因
、
例
え
ば
当
事
者

の
畑
稀
あ
る
い
は
原
告
の
住
所
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
に
す

る
。

こ
の
両
方
と
も
ま
ず
ド
イ
ツ
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
第

一
に
、
ほ
と
ん
ど
破
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ド
イ
ツ
の
二
重
機

（３０
）

能
性
の
原
則
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

・
ノ
ン

一
コ
ン
ヴ

エ
ニ
エ
ン
ス
を
た

だ
ち
に
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
実
務
の
程
度
に
は
と

う
て
い
到
達
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
ド
イ
ツ

に
は
、
法
定
の
土
地
管
轄
を
伴
わ
な
い
国
際
裁
判
管
轄
は
、
原
則
的

（３‐
）

に
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
推

知
説
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
望
ま
し
く
な
い
裁
判
籍
の
抑
制
に
特
に

役
立

つ
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
実
の
と
こ
ろ
は
、
望
ま
し
く
な
い
紛

争
の
放
逐
に
も
役
立
つ
だ
ろ
う
。
土
地

へ
の
連
結
要
素
の
存
在
だ
け

で
は
足
り
な
い
と
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
、
Ｊ
Ｎ
九
九
条
の
財
産
裁

判
籍
の
場
合
で
あ
り
、
ま
た
Ｊ
Ｎ
八
八
条

一
項
の
履
行
地
の
裁
判

（３８
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（３４
）

籍
、
Ｊ
Ｎ
九
二
条

一
項
の
共
同
訴
訟
の
裁
判
籍
、
Ｊ
Ｎ
九
六
条
の
反

訴
の
裁
判
籍
に
関
し
て
で
あ
る
。

Ｊ
Ｎ
二
八
条
が
示
す
よ
う
に
、
逆
に
土
地
管
轄
の
欠
如
か
ら
国
際

裁
判
管
轄
の
欠
如
も
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
な
か
な
か

至
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
有
益
な
の
は
、
Ｊ
Ｎ
二
八
条

一
項
二
号

に
つ
い
て
の
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
実
務
で
あ
り
、
特
に
Ｏ
Ｇ
Ｈ
が
、
ド
イ
ツ
で

五
七

一
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は
柔
軟
な
緊
急
管
轄
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
管
轄
の
消
極
的
抵

触
と
い
う
極
端
な
ケ
ー
ス
以
外
に
も
、
ど
の
程
度
ま
で
土
地
管
轄
を

指
定
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
実
務
で
あ
る
。　
一
九
八
三
年
に
Ｊ
Ｎ

二
八
条
の
な
か
に

一
号
及
び
二
号
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
よ
り
狭
い

管
轄
指
定
の
要
件
は
、
普
遍
性
説
の
制
限
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

（３７
）

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
今
日
、
土
地
管
轄
が
欠
如
す
る
場
合
、
ど
の
時

点
か
ら
原
告
に
は

「外
国
で
の
訴
訟
遂
行
が
期
待
で
き
な
い
」
と
い

え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
す
べ
て
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
こ
こ
数
年
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
債

権
者
は
自
己
の
金
銭
請
求
権
を
近
隣
の
外
国
に
お
い
て
訴
求
す
る
こ

と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
抑
制
的
態
度
は

（３８
〉

明
ら
か
に
読
み
と
れ
る
．
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
、
時
々
、
土
地
管
轄
規
定
の
正

義
的
価
値
を
真

っ
正
面
に
据
え
、
そ
の
規
定
の
構
成
要
件
事
実
の
欠

如
を
審
査
し
、
そ
し
て

（正
当
に
も
）
即
座
に
期
待
可
能
で
あ
る
と

（３９
）

い
う
結
論
を
宣
言
し
て
い
る
。

三
．
Ｕ
Ｓ
Ａ

Ｕ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て
、
州
際
裁
判
管
轄
及
び
国
際
裁
判
管
轄

（窮
”∽ｏ●
”〕
』目
いａ
いｏ
け】ｏ●
）
が
連
邦
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

ご
く
稀
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
州
裁
判
所
も
ま

た
連
邦
裁
判
所
も
各
州
の
ロ
ン
グ
ア
ー
ム
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な

五
七
二

ら
な
い
。
ロ
ン
グ
ア
ー
ム
法
は
、
詳
細
な
管
轄
の
カ
タ
ロ
グ
を
含
ん

で
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
し
か
し
と
き
に
は
全
く
空
虚
な
定
式
的
規

定
だ
け
を
含
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
「
ご
し
て
、
重
要
な
第
二
段
階

に
お
い
て
、
個
別
事
件
に
つ
い
て
、
管
轄
権
の
行
使
は
憲
法
上
の

デ

ュ
ー
プ

ロ
セ
ス
の
原
則
に
反
し
な
い
か
ど
う
か
、
審
査
さ
れ
る
。

一
九
四
五
年
以
来
、
合
衆
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る

「最
小

限
の
関
連

（日
ョ

ヨ
ｃ
日
８
ュ
器
こ

」
に
よ
っ
て

「
フ
ェ
ア
プ
レ
ー

と
実
質
的
正
義
」
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ど

の
よ
う
な
関
連

が
あ
れ
ば
デ

ュ
ー
プ

ロ
セ
ス
を
満
た
し
、
ど
の
よ
う
な
関
連
が
満
た

さ
な
い
の
か
、
と
い
う
不
安
定
さ
は
、
五
〇
年
後
の
い
ま
で
も
非
常

に
大
き
く
っ
ぎ
た
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
合
理
臨
が
た
は
単
な
る
伝

統
と
い
っ
た
体
系
破
壊
的
な
観
点
を
、
最
近
、
よ
り
い
っ
そ
う
強
調

し
て
い
る
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
問
題
の
多
い

関
連
性
は
、
被
告
に
対
す
る
法
廷
地
国
の

一
般
的
裁
判
管
轄
を
導
く

こ
姥
ｋ
な
る
法
廷
地
国
で
の
事
業
活
動

貧
ｏ
い●
”
げ
層
ヨ
①
∽じ

で
あ
る

が
、
他
方
、
法
廷
地
国
に
お
け
る
被
告
財
産
の
存
在
そ
れ
だ
け
で

（４６
）

は
、
通
常
、
国
際
裁
判
管
轄
を
創
設
す
る
の
に
は
足
り
な
い
。
ア
メ

リ
カ
法
の
特
徴
は
、
被
告
の
最
小
限
の
関
連
に
留
意
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
被
告
の
デ

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
権
だ
け
に
留
意
す
る
こ
と
で
あ

る
嗜
）そ

れ
ゆ
え
に
、
例
え
ば
不
法
行
為
地
で
管
轄
権
を
得
た
い
と
い

う
原
告
の
正
当
な
利
益
は
、
そ
も
そ
も
、
非
常
に
浅
薄
な
、
よ
っ
て



ほ
と
ん
ど
説
得
力
の
な
い
被
告
側
の
関
連
を
経
由
し
て
た
だ
間
接
的

に
の
み
掛
酌
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
必
要
に
応
じ

て
、
被
告
の

「通
商
の
流
れ

（∽一『８
日
Ｒ
８
日
８
ｏ
９
」
が
法
廷
地

国
に
最
終
的
に
到
達
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
り
、
ま
た
は
被
告
は

（必
ず
し
も
事
件
と
関
係
が
あ
る
わ
け
で
な
い
！
）
何
ら
か
の

「便

益
と
保
護
」
を
法
廷
地
国
に
要
求
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
被

告
は
法
廷
地
の
裁
判
所
に
も
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張

（４８
）

さ
れ
た
り
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
を

探
求
す
る
と
、
不
安
定
な
地
盤
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に

加
え
て
、
そ
の
結
果
が
予
測
で
き
な
い
の
は
、
裁
判
所
が
、
自
ら
を

フ
ォ
ー
ラ
ム

・
ノ
ン

・
コ
ン
ヴ

エ
ニ
エ
ン
ス

（不
便
宜
法
廷
地
）
だ

と
見
な
す
な
ら
ば
、
自
己
の
裁
判
管
轄
権
を
行
使
す
る
必
要
が
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
の
裁
量
的
判
断
の

（４９
）

な
か
に
は
、
無
数
の
私
的
及
び
公
的
な
利
益
が
流
れ
込
む
。
全
く
疑

間
の
あ
る
傾
向
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
な
の
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
原
告
が
外
国
へ
行
く
よ
う
に
指
示
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

（５０
）

い
と
言
っ
て
よ
い
の
に
対
し
て
、
外
国
の
原
告
か
ら
は
、
合
衆
国
の

企
業
を
Ｕ
Ｓ
Ａ
の
な
か
の
そ
の
普
通
裁
判
籍
に
お
い
て
訴
え
る
と
い

う
可
能
性
が
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・ノ
ン
・コ
ン
ヴ
エ
ニ
エ
ン
ス
の

（方壁

に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ッ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

（５２
）

自
国
の
債
権
者
を
優
遇
す
る
よ
う
な
党
派
性
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

四
．
日
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｊ

鵠
絲鼈
罐
ぽ
ポ
癸
鍾
諄
椒

土
地
管
轄
に
関
す
る
諸
規
定
を
含
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ

ら
の
土
地
管
轄
の
規
定
は
、
圧
倒
的
に
ド
イ
ツ
民
訴
法
の
そ
れ
に

倣
っ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
格

別
の
例
外
な
く
二
重
機
能
的
に
国
際
裁
判
管
轄
に
拡
張
さ
れ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
次
の
よ
う
な
見
解
が
定
着

し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
際
裁
判
管
轄
は
、
土
地
管
轄
か
ら
切
り
離
し

て
、
も
つ
ぱ
ら
デ

ュ
ー
プ

ロ
セ
ス
、
公
正
さ
、
及
び
合
理
性
の
基
準（５６

）

に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

基
準
と
し
て
の
条
理
が
漠
然
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
訳

五
爆

・ばヨ

ａ

ｏ∽
ｏ麟
‘
浄

Ｑ
．・．Ｊ
懇

暮

一ヨ

ユ

あ
摯

零
お
獣

繰

準

２
”Ｅ
『
計
】
ｒ
３
Ｑ
．、
と
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
航
空
機
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
の
リ
ー
デ

ィ
ン
グ

（５８
）

ケ
ー
ス
は
、
も
う
少
し
堅
固
な
基
礎
を
用
い
た
。
訴
え
を
提
起
し
た

の
は
、
マ
ー
レ
ー
シ
ア
で
航
空
券
を
購
入
し
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
飛

行
機
墜
落
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
日
本
人
乗
客
の
遺
族
で
あ
る
。
最
高

裁
は
、
「当
事
者
の
公
平
、
裁
判
の
適
正

・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う

五
七
三



法
政
研
究

一
巻
二
豊
∵
四
号

（
一
九
九
七
年
）

正
義

の
理
念
」
を
出
発
点
と
す
る
が
、
し
か
し
次
の
言
葉
で
直
ち

に
、
そ
れ
は
土
地
管
轄
規
定
の
な
か
で
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
同
等

で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
最
高
裁
に
と
っ
て
は
、
被

（５９
）

告
が
日
本
国
内
に
支
店
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
十
分
だ

っ
た
。
こ
の

よ
う
に
非
常
に
広
範
囲
に
及
ぶ
国
際
裁
判
管
轄
の
制
限
の
可
能
性
に

関
し
て
は
、
そ
れ
が
望
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は

な
ん
ら
言
及
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
下
級
審
裁
判
所
は

一
様
に
土
地
管
轄
の
規
定
か
ら
出

発
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
続
け
て
、
国
際
裁
判
管
轄
の
創
設
に

（６‐
）

反
対
し
得
る
特
段
の
事
情
の
検
討
に
専
念
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
考

慮
さ
れ

て
い
る
事
情
は
、

Ｕ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て
知
ら
れ

て
い
る
、

フ
ォ
ー
ラ
ム

・
ノ
ン

・
コ
ン
ヴ

エ
ニ
エ
ン
ス
の
場
合
の
私
的
利
益
の

（６２
）

要
因
に
非
常
に
似
て
い
る
。
そ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
が
、
証
拠

（６３
）

方
法

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
可
能
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、
東
京
地
裁
は
、

台
湾
で
の
飛
行
機
墜
落
事
件
に
関
し
て
、
台
湾
と
の
司
法
共
助
条
約

が
な
い
の
で
手
続
の
公
正
さ
が
保
障
さ
れ
な
い
、
と
い
う
理
由
で
管

（６４
）

轄
を
否
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
で
の
飛
行
機
事
故
に
関

す
る
同
様
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
証
明
上
の
難
点
は
司
法
共
助
の

手
段
に
よ

っ
て
除
去
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
管
轄
を
肯
定
し

（６５
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（６６
）

た
。
Ｕ
Ｓ
Ａ
と
は
異
な
り
、
日
本
の
裁
判
所
は
、
外
国
法
が
適
用
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
驚
愕
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な

五
七
四

か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
法
は
格
別
の
問
題
な
く
適
用
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。
早
期
に
発
生
し
た
外
国
の
訴
訟
係
属
は
日
本
に

（６８
）

お
い
て
原
則
的
に
顧
慮
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
個
別
の
ケ
ー
ス
に
お

い
て
外
国
手
続
を
斜
酌
し
て
、
日
本
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
の

（６９
）

不
存
在
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
の
主
た
る
動
機
は
、

「弱
者
」
に
対
し
て
日
本

の
本
国
の
裁
判
籍
で
訴
え
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
こ
と
の
な
か
に

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
際
的
企
業
に
対
し

て
、
そ
れ
が
取
引
活
動
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
国（７０

）

際
裁
判
管
轄
を
創
設
す
る
こ
と
は
、
不
公
正
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
、
経
済
上
の
利
点
を
得
れ
ば
、
訴
訟
上
の
不
利
益
は

甘
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
考
え
方

（７‐
）

が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
は
全
く
明
瞭
で
あ
る
。
潜
在
的
に
は

非
常
に
広
範
な
管
轄
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
、
日
本
民
訴
法
四
条

（７２
）

三
項
に
お
け
る
支
店
の
裁
判
籍
、
及
び
二

一
条
の
共
同
訴
訟
の
裁
判

（７３
）

籍
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
統

一
的
裁
判
を
も
と
め
る
原
告
の

利
益
と
、
予
見
不
可
能
な
裁
判
籍
で
訴
え
ら
れ
な
い
と
い
う
被
告
の

（７４
）

利
益
と
が
考
量
さ
れ
る
。

し
か
し
全
体
的
に
見
る
な
ら
ば
、
条
理
に
言
及
し
て
行
わ
れ
た
例

外
的
処
理
は
、
依
然
と
し
て
有
効
な
二
重
機
能
の
原
則
性
を
確
証
し

て
い
る
と
も
言
え
る
。
例
え
ば
、
土
地
管
轄
の
存
在
を
伴
わ
な
い
国



際
裁
判
管
轄
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
条
理
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ

た
二
重
機
能
性
の
例
外
の
多
く
は
、
合
理
的
な
制
定
法
解
釈
に
よ
っ

て
よ
り
適
切
に
理
由
づ
け
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
債
務
者
が
自

分
の
住
所
地
で
、
債
権
者
の
債
権
を
否
定
す
る
消
極
的
確
認
の
訴
え

を
提
起
す
る
と
き
、
そ
の
債
権
者
の
債
権
は
民
訴
法
八
条
の
財
産
裁

判
籍
の
根
魏
一
は
な
り
得
な
い
、
と
い
う
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。

い
か
な
る

「特
段
の
事
情
」
が
あ
れ
ば
国
際
裁
判
管
轄
を
否
定
す

る
の
に
十
分
な
の
か
、
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
述
べ
る
こ
と
は
難
し

い
。
こ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
未
知
量
は
、
し
か
し
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
に
お
け

る
二
つ
の
未
知
量
に
比
べ
る
な
ら
ば
ま
だ
容
易
に
我
慢
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
管
轄
は
、
き
い●
ｍ
げ
易
い●
ｏ
３
の
よ
う
な

伸
縮
自
在
の
概
念
に
左
右
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
後
か
ら
さ
ら
に

フ
ォ
ー
ラ
ム

ｏ
ノ
ン

・
コ
ン
ヴ
エ
ニ
エ
ン
ス
を
理
由
と
し
て
拒
絶
さ

れ
る
得
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
の
決
定
の
な
か
に

フ
ォ
ー
ラ
ム

・
ノ
ン

・
コ
ン
ヴ
エ
ニ
エ
ン
ス
の
考
慮
が
併
せ
て
流
入

し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
し
か
し
、
日
本
は
、
こ
の
理
論
に
典

型
的
な
裁
判
官
の
裁
量
権
を
知
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
に
与
え
ら

靭
鷺
請
姉譜
‐まょ脱
践
わ℃
鞣
紹
擬
粋
一

ツ
民
訴
法
の
確
固
た
る
理
論
を
堅
持
し
て
ほ
し
い
と
い
う
望
み
は
璃
）

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ツ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

完
全
に
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
の
国
際
裁

判
管
轄
法
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
に
比
べ
る
な
ら
、
そ
れ
で
も
は

る
か
に
ず
っ
と
明
瞭
な
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ
　
国
際
法
上
の
制
約
は
あ
る
か
？

国
家
の
裁
判
権
の
行
使
と
し
て
の
司
法
は
、
領
土
的
に
限
界
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
被
告
が
裁
判
免
除
を
享
受
し
て
い
な
い
限

り
、
他
の
国
家
の
主
権
が
、
判
決
の
言
渡
し
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
判
決
は
、
ま
ず
最
初
に
判
決
国
に
お
い
て
の
み
効
力

を
有
す
る
。
そ
し
て
、
他
の
国
家
が
、
そ
の
判
決
を
承
認
し
て
、
ふ

た
び
当
該
国
家
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
効
力
が
発
生
す
る
か
ど
う
か

は
、
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
す
べ
て
の
国
家
は
、
そ
の
領
土

内
で
自
己
に
帰
属
す
る
裁
判
権
を
完
全
に
行
使
し
尽
く
す
の
か
、
そ

れ
と
も
そ
の
裁
判
権
を
、
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
国
内
法
規
定
ま

た
は
国
際
条
約
上
の
規
定
に
よ
っ
て
制
限
す
る
の
か
、
自
由
に
判
断

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
Ｏ
Ｇ
Ｈ
が
、
普
遍
性
説
を

「国
際
法
上
全
く
問
題
が
な
い
」
と
宣
言
し
た
こ
と
は
正
し
い
。
国

際
職
「
管
轄
は
、
い
か
な
る
国
際
慣
習
法
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な

特
に
ま
た
、
過
剰
管
轄
も
国
際
法
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
過

五
七
五
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剰
管
轄
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
家
に
お
い
て
様
々
な
形
で
存
在

す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
民
訴
条
約
四
条
二
項
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

第
二
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
そ
れ
を
強
化
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
、
過
剰
管
轄
、
特
に
他
国
の
そ
れ
は
繰
り
返
し
批
判

さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し
過
剰
管
轄
は
至
る
所
で
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
世
界
的
な
規
模
で
の
判
決
承
認
が
確
実
で
な

い
限
り
に
お
い
て
、
実
務
は
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い

る
。
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
実
務
に
対
し
て
外
交

上
の
抗
議
も
な
ん
ら
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
ぁ

（８２
）

る

。い
か
な
る
国
家
も
、
何
の
内
国
関
連
性
も
存
在
し
な
い
場
合
に

即解［脚時端後敏動れは一熱いはい一韓睛̈
敲はい赫癬藤

の
資
源
を
そ
の
よ
う
な
場
合
に
浪
費
し
た
い
と
望
む
よ
う
な
国
家
は

ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
法

命
題
も
ど
き
は
、
無
害
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
際
裁
判
管
轄

が
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
当
事
者
自
治
に
よ
っ
て
も
創

設
さ
れ
得
る
と
き
、
例
え
ば
当
事
者
が
中
立
的
な
法
廷
地
を
合
意
し

て
い
た
、
あ
る
い
は
被
告
が
異
議
な
く
応
訴
し
た
と
き
、
そ
の
限
り

に
お
い
て
、
間
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。

国
際
裁
判
管
轄
権
は
、
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
行

五
七
六

使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
国
際
法
か
ら
引
難
刊

す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
考
え
る
希
望
的
思
考
は
、
衰
退
す
る
。
そ

の
点
に
関
し
て
、
そ
の
よ
う
な
要
件
を
お
い
て
い
る
合
衆
国
の
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二
版

・
対
外
関
係
法

（
一
九
八
七
年
）
四
二
一
条

が
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の

要
件
が
国
際
法
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
国
内
法

装

錮

韓

電

い
罐

繭
【
い
っ
微
「
蹴

臨

抒

料

管
轄
に
と
っ
て
決
定
的
な
最
小
限
の
関
連
を
探
求
す
る
際
に
、
そ
れ

以
上
の
何
の
手
助
け
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅲ
　
追
加
的
に
内
国
関
連
性
を
要
す
る
か

土
地
管
轄
に
関
す
る
法
律
上
の
諸
規
定
は
、
実
質
的
正
義
を
類
型

的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
基
準
と
し
て
宣
言
さ
れ
て
い

る
、
多
く
は
空
間
に
関
わ
る
、
ま
た
ご
く
稀
に
は
人
ま
た
は
法
に
関

わ
る
連
結
点
を
国
際
裁
判
管
轄
に
も
転
用
す
る
こ
と
が
、
最
も
容
易

で
、
か
つ
最
も
明
瞭
な
解
決
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ

れ
ば
、
国
際
裁
判
管
轄
が
特
別
法
上
ま
た
は
国
際
条
約
上
、
直
接
規

定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
最
大
限
の
法
的
安
定
が
獲
得
さ
れ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
時
間
を
浪
費
し
、
ま
た
高
く
つ
く
管
轄
紛
争
は
、
初



期
の
段
階
で
摘
み
取
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
と
い
か
な
る
と
き
に
も
対
立
す
る
の
が
、
個
別

事
件
の
正
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
国
際
裁

判
管
轄
か
ら
被
告
を
守
る
、
ま
た
は
内
国
で
の
提
訴
の
可
能
性
を
原

告
に
開
く
、
と
い
う
努
力
が
行
わ
れ
る
。
後
者
は
、
原
告
に
過
剰
管

轄
が
い
っ
さ
い
開
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
と
き
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
Ｊ

Ｎ
二
八
条
二
項
の
場
合
の
よ
う
に
、
土
地
管
轄
か
ら
完
全
に
解
放
さ

れ
て
、
行
わ
れ
る
。
前
者
は
、
追
加
的
な
内
国
関
連
性
の
要
件
に

よ

っ
て
す

で
に
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
追
加
的
な
内
国
関
連
性
は
、

フ
ォ
ー
ラ
ム

・
コ
ン
ヴ

エ
ニ
エ
ン
ス

（便
宜
法
廷
地
）
と
同
様
に
綸
）

国
際
裁
判
管
轄
の
積
極
的
な
要
件
に
な
り
得
る
か
　
―
結
論
に
お
い

て
例
え
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
が
そ
う
で
あ
る
―
、
あ
る
い
は
そ

う
で
は
な
く
て
、
追
加
的
な
内
国
関
連
性
の
欠
如
が
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
に
お

け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

・
ノ
ン

・
コ
ン
ヴ

エ
ニ
エ
ン
ス

（不
便
宜
法
廷

地
）
と
同
様
に
、
国
際
裁
判
管
轄
の
消
滅
を
引
き
起
こ
し
得
る
か
、

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
ケ
ー
ス
の
す
べ
て
に
特
徴

的
な
の
は
、
そ
れ
が
、
判
断
の
た
め
に
し
ば
し
ば
特
別
に
集
中
し
て

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
し
い
訴
訟
事
件
を
受
け
入
れ
よ
う

と
す
る
の
か
、
し
な
い
の
か
、
に
つ
い
て
広
範
な
裁
量
権
を
裁
判
官

に
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
制
定
法
に
拘
束
さ
れ
る
国
の
法
制
度
は
す

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ッ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

べ
て
、
た
と
え
ド
イ
ツ
に
あ
る
よ
う
な
法
定
の
裁
判
官
を
求
め
る
基

本
権

（ド
イ
ツ
憲
法

一
〇

一
条

一
項
二
文
）
を
知
ら
な
い
と
し
て

も
、
警
戒
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
裁
判
官
が
、
国
際
的
な
法
律
事
件
を

安
易
に
押
し
退
け
よ
う
と
試
み
る
危
険
性
、
ま
た
は
、
裁
判
官
が
、

例
え
ば
自
国
の
企
業
を
外
国
の
原
告
か
ら
保
護
し
よ
う
と
し
た
り
、

ま
た
は
自
国
の
原
告
に
対
し
て
な
ん
と
し
て
も
本
国
の
裁
判
籍
を
開

い
て
や
ろ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
府
に
留
保
さ
れ

て
い
る
法
政
策
に
干
渉
す
る
と
い
う
危
険
性
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き

い
。
法
律
解
釈
の
方
法
に
よ
っ
て
、
過
剰
管
轄
を
慎
重
に
制
限
す
る

こ
と
は
全
く
正
当
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
Ｚ

一
一
五
巻
九
〇

頁
の
追
加
的
な
内
国
関
連
性
の
よ
う
な
全
く
新
し
い
構
成
要
件
事
実

上
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
発
見
す
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
。
こ
れ
に
加

え
て
、
法
定
の
裁
判
籍
を
こ
の
よ
う
に
し
て
制
限
す
る
と
、
消
極
的

な
管
轄
抵
触
の
危
険
性
が
増
大
し
、
そ
う
な
る
と
今
度
は
そ
れ
は
緊

急
管
轄
の
創
設
に
よ
っ
て
何
と
か
し
て
除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
が
、
緊
急
管
轄
自
体
が
再
び
著
し
い
自
由
裁
量
の
余

地
を
残
し
た
ル
ー
ル
な
の
で
あ
る
。

結
局
、
当
事
者
で
あ
れ
裁
判
官
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
関
与
者
は
、

以
下
述
べ
る
よ
う
な
、
法
律
に
よ
っ
て
合
理
的
に
形
整
さ
れ
た

「強

固
か
つ
固
定
的
な
ル
ー
ル
」
を
用
い
て
、
よ
り
上
手
に
こ
と
を
運
ぶ

の
で
あ
る
。

五
七
七



法
政
研
究

一
巻
二
豊
∵
四
号

（
一
九
九
七
年
）

１
．
被
告
は
、
法
律
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
な
い
何
ら
か
の
内
国

関
連
性
の
意
義
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

・
ノ
ン

・

コ
ン
ヴ

エ
ニ
エ
ン
ス
を
理
由
と
す
る
却
下
の
た
め
の
要
件
を
め

ぐ

っ
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
争
い
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴

訟
を
遅
延
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
．
自
国
民
を

一
方
的
に
優
遇
す
る
よ
う
な
、
立
法
者
に
よ
っ
て
意

図
さ
れ
て
い
な
か
っ
飩
一
隠
さ
れ
た
外
国
人
差
別
は
、
阻
止
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
内
国
の
者
に
債
権
を
譲
渡
し
て
原
告
と
し
て
隠
れ
蓑
に
使
う
、

ま
た
は
あ
る
国
か
ら
別
の
国

へ
と
財
産
を
移
転
す
る
、
と
い
う
よ

う
な
自
明
の
策
動
は
、
封
じ
込
め
る
。

４
．
規
則
通
り
理
性
的
で
か
つ
詐
害
的
で
な
い
原
告
が
、
国
際
的
に

管
轄
権
を
有
す
る
複
数
の
裁
判
所
か
ら
自
由
に
選
択
で
き
る
権
利

（ド
イ
ツ
民
訴
法
二
五
条
参
照
）
は
、
無
制
約
で
確
保
さ
れ
、
ま

た
同
様
に
、
中
立
的
な
法
廷
地
の
合
意
を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
い

て
の
両
当
事
者
の
信
頼
も
ま
た
保
護
さ
れ
る
。

Ⅳ
　

諸

々
の
目
印

裁
判
所
は
、
訴
訟
事
件
の
特
別
の
内
国
関
連
性
を
背
負

っ
て

一
度

登
り
は
じ
め
た
斜
面
の
途
上
で
即
座
に
立
ち
止
ま
り
、
よ
り
安
全
な

五
七
八

地
歩
を
再
び
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

国
際
裁
判
管
轄
の
た
め
の
確
固
た
る
方
向
付
け
の
目
印
を
追
求
す
る

こ
と
が
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
「財
産
の
存

“織
認
鵡
蠅罪
≒響零
陸
鞣
兆
陸
樋
づ

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
、

「当
事
者
が
当
地
に
結
び

つ
い
て
る

」
餃
ビ
朦
漱
制
師
嘲
劉
豫
い
葬
刹
“
嘲
純
Ｔ
“
に
は
一

カヽ の
漱

リ カ、
駐
［

的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
余
地
が
存
在

し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
国
際

裁
判
管
轄
は
、
例
え
ば
中
立
的
な
法
廷
地
の
合
意
に
よ
っ
て
も
、
ま

た
原
告
の
債
権
を
十
分
上
回
っ
て
い
る
財
産
の
存
在
に
よ
っ
て
も
、

創
設
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
何
が
目
印
に
な
り
得
る
の
か
を
考
慮
す
る
際
に
は
、
人

に
関
連
す
る
、
及
び
訴
訟
対
象
に
関
連
す
る
日
印
だ
け
で
な
く
、
財

産
に
関
連
す
る
、
並
び
に
法
に
関
連
す
る
目
印
も
含
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
．
人
的
目
印

追
加
的
な
内
国
的
関
連
性
と
し
て
ま
ず
最
初
に
考
慮
さ
れ
る
の

は
、
被
告
の
み
な
ら
ず
原
告
の
国
籍
、
住
所
、
常
居
所
、
一
時
的
滞



在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
被
告
に
関
す
る
追
加
的
な
関
連
の
う
ち
の
ひ

と

つ
で
も
存
在
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
目
印
が
、
例
え
ば
原
則
的

に
ド
イ
ツ
に
お
け
る

一
時
的
滞
在
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
管
轄
法

上
は
格
別
に
重
要
で
は
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
国
際
裁
判

管
轄
の
創
設
に
対
し
て
は
何
も
異
論
が
提
出
さ
れ
な
い
哺
）Ｕ

Ｓ
Ａ
及

び
そ
の
他
の
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国
に
お
い
て
普
通
裁
判
籍
さ
え
も
創
設

し
て
い
る
も
の
は
、
常
に
そ
れ
が
過
剰
で
あ
る
と
し
て
も
、
追
加
的

な
目
印
と
し
て
、
い
つ
で
も
我
々
を
納
得
さ
せ
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
被
告
と
法
廷
地
と
の
結
び

つ
き
は
、
財
産
の
存
在
と
は
異

な
り
、
偶
然
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

一
時
的
滞
在
の
例
外
を
除
け
ば
、
同
じ
こ
と
は
、
逆
に
、
原
告
側

の
同
様
の
関
連
性
に
も
当
て
は
ま
る
。
原
告
側
の
関
連
性
は
ま
た
、

例
え
ば

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
籍

（民
法

一
四
条
）
並
び
に
ベ
ル

ギ
ー
藪
Ｕ
最
近
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
住
所
の
よ
う
に
多
く
の

国
で
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に

（過
剰
な
）
国
際
裁
判
管
轄
を
創
設
す

“ピ卦嘲覗詢嘲蝙敵嗜に螂Ｔ麦嘲れ̈
岬］はｒ［御薇一利

外
国
人
の
そ
れ
を
も
ま
た
、
推
知
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
法
廷
地
国

に
お
け
る
原
告
の

一
時
的
滞
在
は
、
し
か
し
、
そ
れ
に
管
轄
を
創
設

腱
封
“
韓
”
は
鎌
議
を
認
め
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
弱
く
、
ま
た
濫

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ツ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

内
国
に
お
け
る
営
業
所
も
ま
た
人
的
目
印
に
属
す
る
。
但
し
そ
れ

い
一
同
』
雛
』
け
』
は
“
ユ

う
（国

ひ
部
商
赫
脚
絲
狂
脚
↑
嗽
漱
、
な

れ
と
も
蜘
国
に
お
け
る
よ
う
に
単
に
特
別
裁
判
籍
を
開
く
に
す
ぎ
な

い
の
か
、
は
間
わ
な
い
。
原
告
側
の
関
連
と
し
て
、
営
業
所
は
、
内

国
で
の
司
法
的
救
済
の
必
要
を
証
明
し
、
ま
た
被
告
側
の
関
連
と
し

て
、
そ
れ
は
、
事
業
活
動
に
と
っ
て
不
動
の
中
核
と
な
る
。
し
か

し
、
被
告
側
の
追
加
的
な
内
国
関
連
性
と
し
て
は
、
内
国
に
営
業
所

を
置
か
ず
に
実
施
さ
れ
た
被
告
の
営
業
活
動
が
あ
れ
ば
、
そ
の
活
動

¨
商
剛
い
ば
は
制
獅
董
歓
い
螂
利
″
マ
帥
け
叶
』
囃
脚

力ヽ る
費
れ
は
け

た
、
訴
訟
事
件
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
の
過
去
の
活
動
は
、
決
し
て

斜
酌
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
被
告
が
か
つ
て
以
前
に
法

廷
地
の

「便
益
と
保
護
」
を
要
求
し
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
、

全
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
将
来
に
お
い
て
も
被
告
を
当
地
の
国
際

裁
判
管
轄
に
服
せ
し
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
．
訴
訟
対
象
に
関
連
す
る
日
印

こ
の
目
印
は
、
技
術
的
な
意
味
に
お
け
る
狭
義
の
訴
訟
対
象
、
例

え
ば
訴
求
さ
れ
て
い
る
金
銭
債
権
、
に
該
当
す
る
必
要
は
な
く
、
訴

え
を
理
由
づ
け
て
い
る
事
実
関
係
に
該
当
す
れ
ば
よ
い
。
追
加
的
な

五
七
九
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内
国
関
連
性
と
し
て
十
分
な
の
は
、
例
え
ば
内
国
の
不
法
行
為
地
、

契
約
締
結
地
、
義
務
履
行
地
も
し
く
は
支
払
地
、
ま
た
は
内
国
市
場

合 内 へ
っ
讐
中
¨
¨

接 へ ぁ
な 輸 る

．¨
¨
¨

存 る
．

で
¨
［
一
』
い
時
押

れ へ さ
輌
』
け
¨
¨
い

い
て
は
す
べ
て
、
内
国
の
出
来
事
を
法
的
に
裁
可
す
る
こ
と
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
。

三
．
目
印
と
し
て
の
財
産
の
存
在

特
に
争
わ
れ
て
い
る
の
は
、
訴
訟
対
象
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い

財
産
が
、
内
国
に
存
在
す
る
こ
と
で
、
ど
の
程
度
ま
で
国
際
裁
判
管

轄
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
で
あ
る
。
ご
く
僅
か
な
価
値

の
財
産
の
ほ
と
ん
ど
偶
然
の
存
在
に
莫
大
な
金
額
の
訴
訟
を
結
び

つ

け
る
こ
と

へ
の
反
感
は
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
多
く

の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
、
国
際
的
な
法
交
流
に
お
い
て
不
可
欠

なげけヵ、“打梨嗅岬脚は罐つづα嘲る．産動倒牌］動い帥［躊菫州

判
決
承
認
が
確
実
で
な
い
限
り
、
後
に
強
制
執
行
も
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
場
所
で
直
ち
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
合
理
的

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
訴
求
債
権
を
上
回
る
巨
額
の
財
産
が
内
国

に
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
唯

一
の
内
国
関
連
性
で
あ
る
と
い
う

五
八
〇

場
合
で
あ
っ
て
も
、
常
に
十
分
な
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（‐０４
）

よ
り
問
題
が
大
き
い
の
は
、
内
国
の
財
産
の
価
値
が
訴
求
債
権
に

満
た
な
い
場
合
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
九
八
三
年
の
改
正
民

事
手
続
法
は
、
Ｊ
Ｎ
九
九
条

一
項
二
文
の
な
か
で
、
追
加
的
な
密
接

な
関
係
の
必
要
性
を
前
提
と
し
て
、
比
例
原
則
を
通
じ
て
こ
の
問
題

を
解
決
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
最
近
の
判
回
は
、
訴
訟
対
象
の
価

値
の
約
二
〇
％
の
と
こ
ろ
に
限
界
を
定
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
限
界
付
け
は
、
「弱
者
」
が
、
相
対
的
に
少
額
の
債
権
だ
け
を
原

因
と
し
て
、
あ
る
国
家
の
国
際
裁
判
管
轄
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
国
家
の
な
か
で
は
相
対
的
に
僅
か
の
財
産
し
か
そ
の
弱
者
は
所

持
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
国
家
の
国
際
裁
判
管
轄
は
彼
に
と
っ
て

特
別
の
負
担
に
な
る
、
と
い
う
事
態
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
、
相
対
的
な
も
の
に
代
え
て
絶
対
的
価
値
に
よ

る
限
界
付
け
を
提
案
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
内
国
の
財
産
の
価
値
が

五
万
マ
ル
ク
ま
た
は

一
〇
万
マ
ル
ク

（金
額
は
争
い
得
る
）
を
超
え

た
ら
直
ち
に
、
被
告
の
内
国
関
連
性
は
、
も
は
や
偶
然
の
も
の
と
は

言
え
ず
、
む
し
ろ
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
一
訴
訟
対
象

に
関
連
す
る
そ
の
他
の
接
点
が
な
く
て
も
財
産
所
在
地
国
の
国
際
裁

判
管
轄
を
創
設
す
る
た
め
に
十
分
に
重
み
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
被
告
の
財
産
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
外
国
判
決
を
承
認
し
な
い



よ
う
な
複
数
の
国
家
に
分
散
し
て
い
る
の
で
、
原
告
は
、
一
〇
〇
万

マ
ル
ク
を
超
え
る
自
己
の
債
権
を
ひ
と
つ
の
国
家
で
は
実
現
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
と
き
、
一
〇
万
マ
ル
ク
分

「だ
け
」
存
在
す

る
場
所
で
提
訴
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
、
こ
の
原
告
の
負
担
を
さ
ら

に
大
き
く
す
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
知
ぼ
国
の
財
産

が
十
分
大
き
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
原
告
に

と
っ
て
の
内
国
で
の
司
法
的
救
済
及
び
執
行
の
必
要
性
は
確
か
な
も

の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
そ
の
他
の
内
国
関
連
性
は
も
は
や
不
要
で

あ
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
、
秩
序
あ
る
国
際
的
な
法
交
流

に
有
害
な
強
制
執
行
の
オ
ア
シ
ス
を
も
た
ら
し
、
ま
た
追
加
的
な
執

行
判
決
請
求
訴
訟
に
よ
っ
て
原
告
及
び
裁
判
所
に
負
担
を
か
け
る
こ

と
に
な
る
。
執
行
判
決
請
求
訴
訟
は
、
よ
く
あ
る
よ
う
に
そ
の
訴
訟

結
果
が
不
確
か
で
あ
る
場
合
、
遅
滞
及
び
費
用
の
さ
ら
な
る
増
加
を

必
然
的
に
伴
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
Ｚ

一
一
五
巻
九
〇
頁
の
判
決
に
よ
っ
て
も
、
内
国
の
財
産

を
超
え
る
内
国
関
連
性
が
、
外
国
判
決
の
執
行
判
決
請
求
訴
訟
に
お

け
』
国
際
裁
判
管
轄
に
と
っ
て
不
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
全
面
的
な
司
法
的
救
済
の
拒
絶
に
な
る
だ

ス７
つ
。

四
．
法
的
目
印

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ツ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

全
く
別
の
種
類
の
内
国
関
連
性
は
、
純
粋
に
法
的
目
印
か
ら
生
じ

る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
が
、
裁
判
籍
の
合
意
、
並
び
に
内
国
の
実

岬囃̈
Ⅷ酬［嘲鳳な““げ颯剛壽̈
齢需̈
鰤向型̈
つ判綱脚

的
目
印
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
国
家
独
善
主
義

（７
ｏ
二
Ｒ
い”
【い一μ
じ

へ
の
退
行
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
中

立
的
な
法
廷
地
を
合
意
す
る
可
能
性
が
当
事
者
か
ら
奪
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
事
者
は
、
ま
す

ま
す
国
際
仲
裁
裁
判
権
の
陣
営
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
国
家
の
裁
判
所
の
目
標
で
は
な

い
か
ら
燿
ち
る
。
だ
が
、
準
拠
法
は
、
追
加
的
な
目
印
と
し
て
十
分

使
え
る
。

た
だ
し
留
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
一口

き
嘱い
言

♂
８

■
８
日．ｏ
（最
適
の
法
廷
に
お
け
る
法
廷
地
の
法
）
の
意
味
に
お
い
て

国
際
裁
判
管
鰐
粍
準
拠
法
の
厳
格
な
並
行
性
を
作
り
出
す
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、

本
案
に
お
い
て
内
国
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

強に唯
岬瑚
挺
酬
紳
萄
型雌
郷
嵯
麟
師
脚ぼ神ぎ刈は

当
事
者
及
び
訴
訟
対
象
に
関
連
す
る
目
印
に
視
野
を
限
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
合
理
的
な
結
果
に
達
す
る
こ
と

を
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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Ｖ
　
影
響
と
結
論

し
た
が
っ
て
結
論
と
し
て
は
、
裁
判
所
が
望
み
さ
え
す
れ
ば
、
ほ

と
ん
ど
常
に
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
追
加
的
な
内
国
関
連
性
は
見
つ
け

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
内
国
関
連
性
の
探
求
は
、
仰
々
し

く
、
時
間
が
か
か
り
、
ま
た
高
く
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
個
別
事
件

の
正
義
に
と
っ
て
利
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
も
そ
も
消
え
去
っ
て
し
ま

う
ほ
ど
僅
か
な
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
的
安
定
性
の
喪

失
に
よ
っ
て
生
じ
る
犠
牲
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
全
く
反
論

製

訃

粁

い
”
哺

詳

牌

封

一
ｈ

滅

螺

涯

跨

承
認
管
轄
の
同
じ
よ
う
な
制
限
を
引
き
起
こ
し
、
ひ
い
て
醜
一外
国
判

決
の
承
認
の
制
限
を
引
き
起
こ
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
承
認
レ
ベ
ル
で
の
法
的
不
安
定
は
三
倍
に
な
り
、
ま

費
障
［
醐
期
は
“
げ
動
舛
詢
猜
嘲
砒
）．切
鵬
嘲
れ
師
「
い
向
］
赫
鰤

‐こ へ

対
す
る
こ
の
よ
う
な
間
接
的
な
悪
影
響
の
存
在
は
、
判
決
管
轄
の
場

合
に
は
二
重
機
能
性
と
い
う
確
固
た
る
基
本
原
則
に
固
執
し
、
そ
し

て
、
十
分
な
の
か
そ
れ
と
も
不
十
分
な
の
か
判
然
と
し
な
い
よ
う
な

追
加
的
な
内
国
関
連
性
の
危
う
い
世
界
の
な
か
に
は
立
ち
入
ら
な
い

五
八
二

た
め
の
十
分
な
理
由
に
な
る
。

上
述
の
よ
う
な
最
近
の
発
展
の
背
後
に
お
い
て
、
過
剰
管
轄
を
追

加
的
な
要
件
に
よ
っ
て
制
限
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
存
在
す
る
な
ら

ば
、
他
国
か
ら
の
反
対
給
付
の
な
い
ま
ま
自
国
の
過
剰
な
裁
判
籍
を

廃
止
し
て

一
方
的
に
軍
縮
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
見
て
賢
明
で
は

な
い
こ
と
、
そ
し
て
法
律
改
正
の
資
格
を
第

一
に
有
す
る
立
法
者
か

ら
、
国
際
条
約
締
結
の
際
に
重
要
な
交
渉
力
の
源
を
奪
Ｐ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
を
、
裁
判
所
は
熟
慮
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
未
来
は
、

ヨ
ー
ロ
ツ
パ
民
訴
条
約
及
び
ル
ガ
ノ
条
約
に
お
い
て
模
範
が
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
国
際
裁
判
管
轄
と
判
決
承
認
の
か
ら
な
る
完
結
的
な

シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
存
在
す
る
。
こ
の
目
標
を
達
成
で
き
る
の
は
、

国
際
条
約
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
百
害
あ
っ
て

一
利
も
な
い

裁
判
所
の

一
面
的
な
修
正
の
努
力
に
よ
っ
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

注（・・
）
く
ｍｒ
Ｏ
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ヽ
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〕
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【い∽ュ
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「
い●
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いく
〓
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〓
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●
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ｐ
・
＞
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●
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‘
〓
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【一一く
Ｃ
∽
＞
】
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・
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【■
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∽
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員
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●
●
”

く
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●
∽
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，
，
ＯＦ
い●
Ｎ
Ｎ
り
｝
〇
〇
（】
０
０
ω
）
い
い
０
‐Ｎ
Ｏ
ｐ
・

（２
）
こ
こ
で
際
だ
っ
た
重
要
性
を
有
す
る
の
が
、
一
九
六
八
年
の
Ｅ
Ｃ
民

事
訴
訟
条
約

（の
く
９

、
並
び
に

一
九
八
八
年
の
ル
ガ
ノ
並
行
条
約



Ｐ
ｃ
”
Ｇ
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
例
え
ば
、
道
路
に
よ
る
貨
物
の
国
際
的
運

送
に
関
す
る
条
約

（ｏ
〓
じ

一二
一
条
、
ワ
ル
ソ
ー
条
約
二
八
条
が
重
要

で
あ
る
。

↑
６
）
”
の
工

い
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い
ｏ
ｏ
Ｆ
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の
〓
Ｎ

心
♪
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ｐ

●
Ｎ
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０
〓

い
∞
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』

り
∞
Ｐ

”
の
コ

Ｎ

ｏ
♪

【
ｕ
ｐ
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に
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ｒ
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●
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い
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］
ｏ
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こ
い
Ｏ
Ｎ
♪
卜
Ｏ
Ｎ
日
〓
Ｎ
ｃ
Ｐ
・

＞
●
ヨ
・
〇
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ミ

Ю
中
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こ
れ
に
つ
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ま
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∽
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ド
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・
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目
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看
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ｏ
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い
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い
０
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∽
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・
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σ
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椰
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釧
ン
コ
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Ｎ
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Ｎ
］
Ｎ
一
０
ヽ
』Ｓ
ヽ
「

曾
σ
ｏ
●
２
・
ｅ
・
”
ロ
ニ
ｏ
Ｎ
い
【

ま
た
、
特
別
な
内
国
上
の
権
利
保
護
の

必
要
性
を
迂
回
す
る
道
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

ヽ
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詩
ざ
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Ｎ
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０
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∽
一
諄
●
０
い
∞
ド
の
い
一
Ｃ
●
Ｑ

Ｕ
『
Ｏ
Ｎ
①
∽
∽
嘔
”
】
０

の
ご

“
①
ｏ

，
日
”
″
①
い
Ｆ

『
】
”
●
Ｆ
〔
Ｃ
【
¨

Ｐ
〓
・【
り
Ｏ
Ｐ
”
い
さ
い
零
Ь
ふ
の
い
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
賛
成
す
る
の
が
、　
や
ミ
Ｒ
∽ミ
・

口
【
●
∽
ｏ
Ｆ
【
鮮
目
″
●
●
ｍ

Ｏ
①
∽

く
ご
【
員
ＦＯ
∞
①
●
∽
”
０
【
ぃ
０

，
一
∽
∽
一
”
い
Ｏ
①
∽
・

【
「
”
“
Ｘ

い
０
０
Ｎ

・　
中
心
〇
‐
］
心
ω
〕
バ
一ヽ
』
ヽ
∽
い
絲
０
お

・
Ｕ
）」
ｏ

「
【
０
０
①
の
∽
‐
”
①
∽
Ｏ
Ｆ
『
μ
●
ド
●
●
ｍ
ｏ
い

０
０
∽

く
①
〓
Ｂ
Ｏ
”
ｏ
●
∽
”
①
【
ぃ
Ｏ
Ｆ
一
”
∽
一
”
コ
Ｏ
①
∽

一
属
】
Ｏ
ｒ

Ｆ
【
●
】
ｏ
】。
ｏ

，
①
●
Ｏ
①
目

五
八
三



法
政
研
究

一
巻
二
豊
丁
四
号

（
一
九
九
七
年
）

【
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”
げ
ｏ
〕∽
Ｎ
い
∞
（
］
Ｏ
Ｏ
心
）
の
∞
０
‐Ｎ
Ｎ
Ｏ
・
『
］
】
聴
・

（‐３
）
詳
細
は
∽
●
お
６
６ド
く
８
８
０
零
●
３
ｏ
げ
鴨
う
Ｆ
ｏ
〓
”″

Ｎ
Ｃ
∽
一
諄
口
一
い
”
π
①
い
一
∽
ｍ
【
Ｃ
●
。

‐
Ｏ
Ｘ
ｏ
】
げ
い
一
”
●
一
〇
Ｏ
①
【

∽
い
い
う
く
０
〓
や

“
Ｎ
Ｎ
「

Φ
ヾ

含
ｏ
∞
じ

●
ｏ
ぁ
Ｐ

比
較
法
と
し
て
後
述
Ⅳ

〓
一。

令
＝
）
Ｏ
ｒ
Ｏ
〓
百
う
ｏ
口
０
口
ヾ
』
ｏ
』
Ｏ
ｏ
ｐ
・
ｐ
｝
】
ｕ
・
い
い
い
∞
＝
】「
”
”
Ｘ
Ｐ
Ｏ
ｏ
ω
・

Ｎ
ω
メ

ｐ
ω
ｏ
ヨ
デ
３
一卜
●
ヨ
ら
ヽ
ミ
ミ

Ю
Ｐ

，

原
告
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

の
企
業
に
は
、
一
〇
年
間
に
わ
た
リ
ド
イ
ツ
の
弁
護
士
が
代
理
人
と
な
っ

て
い
た
。
被
告
の
米
国
会
社
は
発
着
権
を
有
し
、
一
九
五
〇
年
以
来
、
ド

イ
ツ
に
事
務
所
を
構
え
て
い
る
。

（‐５
）
”
０
〓
ｐ
ｐ
ナ

］
ｏ
ｏ
ｐ
役
Ｆ

Ｎ
ｅ
・
ｚ
〕く
も
コ
中
ｏ
ｏ
Ｐ
只
被
告
は
ド

イ
ツ
国
籍
。
扶
養
請
求
の
訴
え
γ
Ｏ
ｒ
の
で
”
●
電
唇
ヽ
〓
・卜
・９
８
ｏ
Ｎ

ヨ
〓

］
ｏ
ｏ
Ｐ

い
ｏ
Ｎ
ｏ
＝
Ｚ
つ
手
「
”
いＯ
ｏ
Ｐ
ω
ｏ
９
（ド
イ
ツ
国
籍
及
び
原
告

の
住
所
。
被
告
は
、
ド
イ
ツ
の
中
の
ス
イ
ス
系
銀
行
に
預
金
を
有
す

る
。）

五
八
四

（
”１０
）
”
０
〓

い
〇
・
ハ
』
ｏ
ｏ
ω
（Ｘ
Ｆ
Ｎ
∽
〉

ど
く
ぞ
【
］
０
０
ω

・
］
】
〇
り

。
【
］
い
〇
＝
【
”
”
賛

】
０
０
い
。
り
∞
・
０
０
の
事
件
に
お
い
て
は
、
会
社
財
産
と
社
員
財
産
の
分
離

の
原
則
に
基
づ
く
た
け
で
、
無
管
轄
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
ド
イ
ツ
の
有
限
会
社
を
所
有
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
会
社
の
す
べ

て
の
株
式
を
保
有
す
る
個
人
が
訴
え
ら
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

（‐７
辞
∽
６
ざ
６
ｏ
ド

”
”
げ
①
】∽Ｎ
（
い
Ｏ
〇
一
）
卜
ヽ
「
‘
い
Ｐ

ω
Ｎ
ヨ
〓
Ｚ
・

（‐８
）
＞
Ｆ

ｐ
魂
・
ｒ
ｃ
ｍ
Ｇ
を
こ
こ
で
と
く
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
Ｗ
）
０
０
〓

】
”

】
９

【
ｏ
ｕ
ｐ

∽
Ｎ

Ｎ
ω

Ｚ
【
い
Ｏ
Ｐ

∽
６
９

（
２０

）
】
ε
【
お

０
い
″
〓

０
５
∽
●
ｏ
ヽ
曰

　

く
０
ヨ

　

中
・
∞
』

∞
ｏ
ｏ
　
い
０
「
　

Ｏ
①
］

Ｎ
ぞ
い】ぐ
①
『
ご
〓
【
ｏ
●
？
Ｚ
ｏ
く
２
ご

く
０
●

中
０
∞
Ｐ

く
咀
・
●
コ
一
ｏ
椰

σ
①
一
Ｚ
・
ω
メ

（
２‐

）
Ｎ

Ｗ

＞
二
。
ω
中
【
〇
〓

″

こ

れ

に

対

し

て

口
ｏ
〓

ｐ

ド

一
０
∞
Ｆ

”
０
〓
Ｎ

Ｎ
Ｏ

・
ω
ω
Ｎ

Ｃ
●
一

∽
６
ざ
ｏ
ｏ
お

¨
【
Ｎ
く
”

・
”
い
。
中
∞
り
・

（２２
）
明
確
な
概
念
の
指
定
を
支
持
す
る
の
は
、
”
ミ
ｏ
減
゛
〕
椰
９
一１
・

”
ｏ
一
ｏ
コ
い
∽
０

，
①
∽

∽
く
の
一
０
晏
”
Ｏ
Ｏ
【

一
●
一
①
【
●
”
一
一
０
●
”
一
０
●

一Ｎ
Ｃ
一
”
無
椰
ら
い
ｍ
Ｆ
ｏ
一
Ｆ

Ｎ
コ

く

〕
ｏ
Ｎ
ｐ

・
ｏ
】
‥
【
ｐ
Ｏ

・
］
〇
【
需

こ

一
ｏ
心
¨
〓

ｏ
て
①
炉

∪
】
①

Ｚ

Ｏ
Ｃ
弓
０
”
Φ
】
Ｃ
椰
崚

ａ
ｏ
一

】
Ｎ
く
コ

一
●

０

●
一
ｏ
【
【
０
い
０
す

。
Ｎ
Ｎ
「

Ｏ
ａ

（
〕
ｏ
∞
Ｎ
）
一
０
い
・
一
一
０
ヽ

い
い

い
こ
・

コ
ヽ
６
き
い
ヽ
「
も
ヽ
■
・
６
〓
げ
一
ｏ
い

０
い
う
０

ョ
一
●
一
①
『
●
”
二
ｏ
●
”
｝
ｏ

Ｎ
ε
∽
一
”
ヨ
Ｑ
い
”
″
①
ぃ
一
．

Ｏ
①
【
０
０，
０
０
『い０

，
一０
”
・
い●
『
∽
一Ｚ
”
ｍ
ｏ
Ｆ
】≦
●
●
一
一ｏ
「
い
Φ
∞
Ｎ
・
∽
・
り
０
ハ
・

ω
】
ヾ
・
ω
Ｏ
Ｐ
（用
語
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
ｙ

盆
あ
）
０
０
〓

【
”

］
９

中
ｏ
９
ｐ

ｏ
Ｎ
Ｎ
ω
２

，
い
Ｏ
Ｐ

り
。
一
ｏ
い
●
が
Ｏ
Ｏ
ｕ
ｐ

（２４
）
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
必
ず
し
も
常
に
強
行
的
で
あ
る



必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
際
裁
判
管
轄
は
、
通
常
、
裁
判
籍
の
合

意
ま
た
は
異
議
な
き
応
訴
に
よ
っ
て
も
創
設
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

口
ｏ
ｏ
■
ｐ

凶

ヨ

一く

い
ｏ
∞
Ｐ

い
∞
ｐ

］
∞
釧
¨
０

０
〓

ω
Ｐ

，

い
ｏ
∞
Ｎ

∽
Ｎ

い
Ｏ

Ｚ

Ｆ

ｏ
ｕ
＝
】
”
Ｆ

］
Φ
∞
ω

・
ｕ
心
Ｆ

い
０
●
＝
日
く
”
Ｆ

い
０
∞
ω

Ｚ

Ｆ

い
ω
＝

Ｎ
壼
Ｐ
く

【
０
∞
ω

・

い
ヽ
Ｎ
Ｉ
歯
科
医
療
費
．
異
議
な
き
応
訴
に
つ
い
て
の
異
論
は
、
「
ｏ
８
ミ
８

，

Ｆ
Ｏ
Ｆ
【
げ
Ｃ
Ｏ
Ｆ

ａ
ｏ
い

０
∽
Ｆ

Ｎ
リ
ユ
一
も
【
Ｏ
Ｎ
①
い
【
０
０
Ｆ
一
６

・
Ｎ
・＞
ε
”
レ
ン
、い
①
口

Ｈ
０
０
０

・

コ
●
・Ｎ
Ｎ
・

（
２５

）

Ｏ

ｏ
〓

Ｔ

ｏ
”
置

ｏ

Ｚ

・Ｙ

］
”
ｒ

い
Φ
∞
”

い
ヽ
Ｆ

ｕ
心
ヽ

日

常

Ｎ
ε
降

・
＞
が
日

・

∽
Ｏ
Ｓ
Ｎ
ヽ
景
〕ヽ

Ｓ
Ｓ
・　
〕
”
Ｆ

・
】
Ｏ
∞
ハ

・
０
‐
い
ω

・

命
詢
）

０

０
〓

い
９

】
ｒ

目
ｏ
∞
ｐ

Ｈ
”
”
”
ｘ

］
り
∞
Ｐ

Ｎ
卜
Ｐ

Ｎ
心
ヾ
”
“
〇

〇
〓

Ｎ
，

い
。

日
０
∞
０

・
〕
ｕ
ｒ

・
】
ｏ
ｏ
ｏ

・
ω
Ｏ
Ｏ

・
∞
Ｏ
Ｎ
”
∽
ｏ
ざ
ゞ
二
晏
”ｏ
Ｓ
Ｓ
・
】
●
一
①
『
●
”
目
０
●
”
】
Φ
∽

Ｎ
い
く
二
く
ｏ
【
「
”

，
『
Φ
●
∽
】
Ｏ
ｏ

，
Ｆ

ダ
、
い
０
●
　
い
Ｏ
Ｎ
Ｏ

・　
∽

・　
Ю
ω
一　
」ヽ

や
唆
ヽ
。
い
●
¨

コ
ｏ
ｏ
Ｆ
σ
８

器

Ｆ

バ
Ｒ

目

冨

二

■

Ｎ
‘
【
Ｎ
「
ｏ

Ｌ

Ｓ

ｑ

ヽ
Ｚ

①
■

く
Ｒ

Ｆ

〕
ｏ
ｏ
♪

ｏ
Ｎ
∞

」
Ｚ

・
″
Ｆ

卜
。
「
ｏ
い
ｏ
ミ

ド
ヽ

（
ｏ
σ
①
●

Ｚ

ｂ

ト
ン

”
Ｐ

Ｎ
ｐ

を

失
‘

思

。

フ
ア
ツ
シ
ン
グ
は
、
や
は
り
、
法
的
安
定
性
の
た
め
に
厳
格
な
並
行
性

が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

（２７
）
非
常
に
明
瞭
な
の
が
、
〇
〇
〓

，
９
い
０
０
Ｆ
国
く
ロ
ニ
ｏ
ｏ
Ｎ
Ｚ
”
∞
＝

】
口

・い
Ｏ
ｏ
Ｎ

ω
ω
Ｆ

ω
ω
ω

ヨ

言

Ｎ
嘔
降
・
＞
う
ヨ

』

寄

驚

Ｓ

ｓ
ｓ
ド

ｃ
い
０
＞
コ
日

・

ミ
５
唆
『
・　
Ｏ
〕
Ｎ

中
ｏ
ｏ
い

・
い
ｐ
Ｏ

・
ω
ω
ヽ

い

く
鳴

・
，

ｃ
ｏ
Ｆ

い
ま
一ｏ
Ｓ
∽
（
０
げ
ｏ
●

Ｚ
・

Ｎ
ｅ
Ｌ
二
ｏ
∞
露
く
Ｒ
∽”ｏ
ｏＦ
言

『
ニ
ヨ
。
９
９
こ
の
こ
と
は
、
と
き
ど
き
、

い
わ
ゆ
る

「特
別
の
権
利
保
護
の
必
要
」
の
要
件
の
形
を
ま
と
う
こ
と

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ツ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

が
あ
る
。
∽
ｏ
お
Ｓ
』ミ
や
ヽ
お
含
８
【器

Ｚ
）

∽
。
Ｎ
Ｐ
ド
９

【
ｏ
Ｎ
∞
ｃ
コ
Ｑ
］
メ

”

８
認

（ｇ
い８

目

一８

ｚ
お

ｅ
・
一
九
七

八
年

六
月

二
日
及
び

一
九
七
八
年
三
月

一
七
日
の
二
つ
の
事
件
に
お
い
て
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
、
管

轄
指
定
を
拒
否
し
て
い
る

（後
掲
注

（３８
）
を
参
照
）
。

（２８
）
い
Ｒ
ミ
♪
国
曰
く
］
ｏ
∞
Ｐ

い
∞
ｐ

い
∞
♪
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
立
法
者
の

明
確
な
意
思
に
反
す
る
。
同
様
に
、
ミ
ミ
∽い
ド
ミ
・
〕
ロ
ニ

リ
∞
Ｐ

い
ｏ
Ｐ

ａ
］
］

い
い

。
い
中
心
¨

詢

ヽ
０
ざ
゛
ヽ
■
Ｓ
ヽ
ヾ

（
Ｏ
σ
ｏ
り

〕Ｚ

。
Ｎ
Ｎ
）

・

∽
・

ω
］
の

「
ふ

Ｃ
●
０

↑
ｏ
【ｏ
いい
Ｎ
①
Ｆ
じ

，
Ｃ
ｏ

，
Ｏ
Ｏ
〓

い
９
９

い
０
∞
卜
・
∽
Ｎ
Ｏ
Ｎ
Ｚ

，
い
ヽ
ω
＝

日
く
”
ｒ

中
ｏ
∞
Ｑ
Ｚ
”
・
ゆ
Ｐ

よ
り
に
も
よ

っ
て
Ｊ
Ｎ
八
八
条

二
項
の
送
状

の
裁
判
籍

に
関
し
て
で
あ
る
！

盆
洲
）
Ｎ
・
”
・０
０
〓

い
，

ｐ
い
Ｏ
Ｎ
Ｐ
〕
”
ｒ
い
Ｏ
Ｎ
ｐ

ｐ
ｏ
が

Ｎ
Ｑ
Ψ
＝
口
く
”
Ｆ
い
Ｏ
Ｎ
Ｏ

】Ｚ
Ｆ

【
【
〇
・

全
３０
）
∽
ｂ
σ
①
●
●

，
ｏ
Ｆ
Ｚ
・
９

（釧飢
）
∽
・〇
げ
ｏ
●
σ
ｏ
い
ワ
一・∞
。日
σ
①
●
∽
ｏ
【●
〕
”
「
”
●
・
嘔
●
一①
い
、い
げ
①
い
フ
一・Ｎ
ｕ
・

（３２
）
〇
の
工
Ｎ
や
９
い
０
∞
Ｐ

∽
Ｎ
ｏ
ｐ
Ｚ
Ｆ

］
ｏ
］＝
」
”
Ｆ
【
０
０
ｐ

∞
Ｏ
ｏ
日
常

Ｎｃ
昇

５ヽ
日
亀
ヽ
お
Ｓ
ｐ
ｓ
ｓ
ｌ
ド
イ
ツ
企
業
の
た
め
に
ナ
イ
ジ
エ
リ
ア
で

活
動
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
労
働
者
に
関
し
て
〇
〇
〓
Ｎ
９
【
９
申
ｏ
ｏ
Ｐ

∽
Ｎ
Ｏ
い
】イ

，
中
心
【――
」
”
ｒ
い
Ｏ
Ｏ
∞
・
ｏ
ｏ
ｏ
・
０
０
０
＝
日
く
口
ｒ
〕
⑬
Φ
∞
】Ｚ
】
・
Ｏ
ω
ｌ

両
当
事
者
と
も
に
ド
イ
ツ
人
で
、
チ
ロ
ル
に
別
荘
を
有
す
る
。
異
な
る

の
が
、
０
０
〓

∞
″
ｐ
い
０
∞
が
∽
Ｎ
ｏ
ｏ
Ｚ
Ｆ
〕
の
卜
＝
日
く
”
ｒ
】
０
∞
∞
Ｚ
”
ω
”

「Ｊ
Ｎ
八
九
条
が
要
求
す
る
充
分
な
内
国
関
連
性
は
疑
い
な
い
」
と
す

五
八
五



法
政
研
究

一
巻
二
豊
丁
四
号

（
一
九
九
七
年
）

る

¨

盆
“
）
０
０
〓

（
ｏ
げ
ｏ
日

Ｚ

い
●
Ｙ

〕
”
デ

［
ｏ
∞
Ｐ

い
一
Ｆ

い
、
ω

『
・

含
“
）
０
０
〓

（●
●
８
●

Ｚ

ｂ
ｏ
Ｙ

】
「
”
ｅ
【
】
ｏ
∞
Ｐ

Ｎ
心
ｐ

ｐ
、
Ｎ

Ｏ
Ｏ
〓

い
９

］
ド

【
０
∞
「

・
∽
Ｎ

Ｏ
Ｏ

】Ｚ
【
・
Ｎ
『
Ｎ
　
＾
ｌｌ
】
”
デ

い
０
∞
Φ
・
心
∞
・

↑
詢
）
０
０
〓

ｐ
ｐ

卜
・
い
ｏ
ｏ
Ｆ

』
”
デ

｝
Ｏ
ｏ
Ｎ

ω
ω
ｐ

ω
ω
ｒ

公
３６

）
∽
ｂ
げ
①
●

】
σ
２

Ｚ

“

・

令
祠
）
く
鴨

・
い
ｏ
ヽ
ミ
♪

口
【
●
①
Ｃ
ｏ
】
Ｃ
５
”

一
０
つ
Ｏ
Ｆ

・
【
Ｎ
く
”

・
Ｎ
コ

く̈

】
ｏ
∞
ω

】

【
∞
〇
‥
い
∞
０

・
中
∞
卜
一
で
【
β
↑
∽
６
ざ
ヽ
■
・
Ｎ
Ｃ
】
＞
一σ
”
『
①
●
Ｎ
Ｃ
コ
ｍ
Ｏ
①
【
ぃ
ｏ
中μ
い
０
い
の
０

，
①
●

（０
０
【
い
０
コ
一
∽
げ

，
【
Ｆ
Ｏ
い
Ｆ

く
Ｏ
『
●
ｏ
Ｆ
ョ
ｐ
Ｆ
ｏ
Ｆ

い
●

く
ｏ
壼
Ｒ
”０
”
０
●
∽
い

，
０

，
①
●
・
』
”
ｒ

”
０
∞
ω

・　
い
Ｏ
ｕ
‐
い
い
０

・
い
Ｏ
Ｏ
」

盆
“

）

０

０
〓

（
ｏ
げ
ｏ
●

Ｚ

い

Ｎ
Ｖ

〕
”
】
■

Φ
Ｏ
Ｐ

∞
ω
Ｆ

ω
ω
ω
‘
〓

ｏ
お

中お

Ｆ

”
２

咀

①
●
¨

〔
Ｘ
リ
エ
一
０
・ω
・
い
Ｏ
①
卜

・
〕
”
ｒ
中
０
０
卜

・
『
ｏ
ｐ

・
Ｎ
Ｏ
ω
＝
一口
く
〕
ｒ

］
ｏ
ｏ
ヽ

一Ｚ
【
・
］
い
ヽ
‥

一〓
ｏ
一
〇
Ｆ
ｏ
「
・
一口
Ｏ
Ｃ
一
Ｏ
ｏ

，
】
”
●
一
一
く
０
【

い
Φ
∞
ω

Ｏ
げ
０
●
∽
Ｏ

Ｏ
Ｏ

壼
一
Ｄ

。
ｏ

。
い
ｏ
Ｎ
∞

・

口
く
”
デ

【
Ｏ
Ｎ
Ｏ

Ｚ

，

ｏ
卜
‐
〓

ｏ
一
①
一い
Φ
Ｊ

∽
０

，
■

ｏ
計

一
〇

０
コ

】
ヽ
・”

］
ｏ
ヽ
Ｐ

∽
Ｎ

い
い

］Ｚ
口
ω
卜
＝
」
”
Ｆ
【
Ｏ
Ｎ
∞

・
０
い
ω
＝
日
く
”
ｒ

】
ｏ
Ｎ
∞

】
４

，

い
い
い
ｔ
＞
【
ｏ
Ｆ
富
ｏ
Ｆ
Ｆ

Ｕ
ｏ
●
８

ｏ
，

中
”
い
０

・

盆
硼
）

０

０
〓

ｐ
ｏ
』

■

０
∞
ω

，
Ｈ
「
”
”
Ｘ

Ｐ
Ｏ
∞
卜

・
Ｎ
］
卜

・
Ｎ
中
い

●
〕
〓

＞
日
Ｂ

・”
Ｑ
６
ざ

ｐ
ｐ
ｐ
ｌ
‐

ｏ

Ｎ
ω

Ｏ
Ｃ

コξ

Ｏ

・
Ｕ

Ｏ
Ｃ
雰

ｏ
ｒ
一
”
●

，

０

０
〓

Ｎ
ド

ド

い
ｏ
ｏ
♪

Ｎ
コ

く

【
Ｏ
Ｏ
卜

・
い
Ｏ
Ｏ

・
【
Ｏ
∞

”
―
‐
ｏ
Ｏ
Ｎ

げ

〕
２
一・
Ｆ
”
【い
０
●
¨
〇

〇
工
一
Ｎ
一
・０
■

Φ
∞
ｐ

∽
Ｎ

ｕ
ω
Ｚ
】・【
ｐ
●
＝
日
く
口
。
中
Φ
∞
】
Ｚ
『・
ｐ
一
ｌ

ｏ
ｏ
ｏ
』
ｚ
・
判
決
承
認
が
拒
絶

さ
れ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
で
あ
る
。

五
八
六

全
４０
）
く
性
ぁ
ｏ
お
、
ｏ
ド

ロ
い三
日

，
【
ｃ
●
ｍ
いｏ

ε
”
∽
Ｃ
∽
出
ヨ
①
Ｌ
Ｆ
”
●
お
ｏ

，
①

Ｎ
いどユ
【も
【
ｏ
Ｎ
Ｏ
い
”
０
０
Ｆ
Ｆ
ｐ
・
＞
Ｃ
い
。７
〔中
●
ｏ
ｒ
ｏ
●

］
Φ
ｏ
い
・
∽
・い
ω
い

（
４‐
）
ュ
一Ｒ
コ
”
一いｏ
●
ュ

∽
，

８

ｏ
ｏ
ｌ
要

鵠
Ｆ
ヨ
ｍ
けｏ
Ｆ

∞
Ю
ｏ
Ｃ
∽
ω
〕
ｐ

ω
【
の

（中０
さ
い
）・

含
梶
）
く
咀
・●
Ｃ
【
０

，
∽ヽ
れ
（Ｏσ
①
●
Ｚ
』
Ｙ
∽
ｏお

，
ｏＦ
」Ｃ
〓．∽０
い̈
ざ
●
じ
〓
いｏ
Ｔ

ヨ

ｃ
目
】
Ｏ
ｏ
●
一
”
ｏ
一∽
∽
０
【
ｏ
Ｌ
●
いＮ
の
０

・
甲
【
①
いＯ
①
】σ
①
】
”

］
０
∞
∞
・

（
わ
り
）
ｒ
ｏ
一Ｎ
Ｌ
い
ｏ
コ

①
づ
一
∽
Ｏ
ｒ
Ｏ
い
Ｏ
①
コ
０

いい

＞
∽
”

，
い
で
い
①
ｒ
”
中
【
●
Ｏ
Ｃ
∽
一】
】

０
０
‘

ｒ
”
０

・く
・∽
ｃ
づ
①
【
］
い
ｏ
日
の
一〇
Ｃ
【
Ｆ

ヽ
∞
Ｏ

【」
∽

｝
０
０

（
］
Φ
∞
Ｎ
）
一

，
い
ｏ
【
Ｎ
‘

∽
ｏ
ざ
や
０
お

・

】Ｎ
く
コ
〕
”
●
・心
Ｏ
ω
・
Ｃ
コ
０
＞
●
晏
〕・〇
〓
①
・
Ｈ”
”
”
ｘ
】
０
∞
Ｎ
・
ω
∞
卜
・

（４４
）
〕
ｃ
日
Ｆ
”
日

´
∽
」
ｕ
８
ざ

Ｏ
ｏ
嘔
」
一。
心
Ｏ
ｕ
Ｃ
∽
Ｏ
ｏ
卜
つ
Ｏ
ｏ
ｅ
ｌ
内
国
に

一
時
的
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
被
告
に
訴
状
が
直
接
交
付
さ
れ
る
場
合

に
生
じ
る
レ
ッ
テ
ル
の
よ
う
な
裁
判
管
轄
権
で
あ
る
。

（
巧

）
∽
ｏ
お
ヽ
６
Ｆ

〓

言

い日

Ｌ
ヨ

ｏ
ｏ
●
Ｓ

２

∽

（
ｏ
σ
①
●

Ｚ

、

い
ｙ

∽
“

Ｎ

欧
よ

い
さ
喜
ヽ
・
”
”
げ
①
】∽Ｎ
い
∞
雀
ｏ
ｏ
じ

ｏ
ｏ
ｏ

一
般
的
に
は
、
大
幅
に
外
国
の

被
告
の
不
利
に
な
る
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
が
、
法
廷
地
に
お
け
る

被
告
の
広
範
な
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
判
決
は
事
業
活
動
性
を

否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
説
明
が
付
か
な
い
ア
ウ
ス
ラ
イ
サ
ー
で

承
ツ
る
。　
〓
ｏ
Ｆ
ｏ
ｏ
「
一ｏ
【０
∽
Ｚ

，
日
ｏ
●
”
〕①
∽
Ｑ
①
の
ｏ
】２
３
げ
いＰ

∽
・＞
を
・〓
”
】Ｆ

卜
０
〇
一Ｌ
∽
卜
〇
∞
（い
Φ
∞
卜
）

（４６
》
∽
〓
”
「お
【
メ
〓
２
一●
①
Ｆ
さ
ω
∞
Ｃ
∽
申
∞
ｏ
貧
Φ
Ｎ
ｑ
Ｙ

，
お
【Ｎ
ｃ
∽
ｏ
ざ
や
０
ド

〓
一い
いヨ
ｃ
８

ｏ
ｏ
●
Ｓ
２
∽
●
げ
①
椰
Ｚ
、
Ｎ
Ｖ
∽
ｂ
ω
Ｒ
・



命
引
）
く
咀
し
く
ｏ
ュ
鮎
‐ゴ
、いＯ
①
く
２
ド
∽ヨ
”
”
①
ヨ

０
９
メ
ダ
δ
ｏ
Ｏ
∽
ｏ
●
・
卜
心
ヽ
Ｃ
∽

Ｎ
∞
〇

・
Ｎ
Ｏ
い

「
。

（
】
Φ
∞
〇
）
一

∽
ｏ
ご
Ｓ
ｏ
お

。
日

い
ｏ
い
口
』
【
Ｃ
●
”
　
（
Ｏ
σ
ｏ
コ

一Ｚ

・卜
Ｏ
）

・

∽
・Ｎ
Ｏ
・Ｎ
Ｏ
・

余
荀
）
く
咀
，〓
”
●
∽ｏ●
メ
Ｕ
①●
ｏに
Ｐ
ω
い
ヽ
Ｃ
∽
Ｎ
ω
Ｐ
い
い
ω
含
０
い
∞
〉

↑
側
）
の
Ｃ
罵

Ｏ
二

Ｏ
ｏ
】
も
ｋ
・〇
口一げ
①
■
・
ω
ω
Ｏ

Ｃ
∽

い
ｏ
Ｆ

い
ｏ
∞

（
】
Ｏ
卜
Ｎ
Ｙ

∽
０

，
”
ｏ
Ｆ
・
日Ｎ
く
”
・
”
●
・
●
Ｏ
Ｎ
・

（５０

）
く
咀
・い
ｏ
↓
村
ぎヽ
さ
れ
』Ｓ
・
Ｈ目
けｏ
」
●
一い０
●
】
０
い■
】
ｒ
】・一いｍ
”
一いｏ
●
】●

Ｃ
・，

Ｏ
ｏ
●
〓
´

Ｎ
・
＞
ｃ
●
・Ｕ
①
く
ｏ
●
一ｏ
ミ
”
ｏ
８
ｏ
●

い
Ｏ
ｏ
Ｎ
・
∽
・
Ｎ
∞
Ｎ
●
］豊
Ｚ
・

（劇
じ
編縫
製
綺
繋
等
ぼ
８
≧
８
８
沖
ｏ
ｏ
ｌ
”
理
●
Ｐ
ヽ
い
ヽ
Ｃ
∽
ゆ
い
０
含
ｏ
∞
じ
。

，
い
ｏ
【
Ｎ
」

∽
ｏ
Ｆ
や
ｏ
お

。
日
いｏ
「
口
Ｆ
】
暉
口
”

（
ｏ
げ
ｏ
●

り■
卜
〇
〉

∽
・ω
卜

”

「ノ
ロ
＝
ム
グ

州
法
は
異

っ
て
い
る
¨
コ
「
９

≧
】針
”
沖
ド

∽
ｏ
コ
ミ
ｏ
コ
Ｏ
①
日
”
●
Ｐ

ａ
Ｎ
∞

∽
〇
・
Ｎ
Ｑ
ω
】
９
ω
Ю
ｏ
（コ
Ｐ
≧
弓
二
Ｏ
①
じ
―
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
の
飛
行
機
墜

落
に
関
し
て
。

（５２
と
埜
口
の
国
籍
か
ら
生
じ
る
影
響
に
強
ぐ
反
対
し
て
い
る
の
が
、
妻
ｏ
一』ｓ
∽お
ド

『
Ｏ
”Ｃ
目
］
２
一０
コ
の
ご
●
く
ｏ
コ
【の
う
∽
”
●
Ｑ
どヽ
８
５
】いｏ

，
い
「
【，
いコ
〓
「い∽
いい
一，
０

『
０
一
Ｏ
Ｈ”
【
０
０
●
『
一Ｐ
心
Ｎ
Ｃ
・Ｏ
Ｆ
ｒ
ｒ
・
”
①
く
。
ω
Ｎ
ω
‐ω
Ｏ
∞
（【
０
∞
〇
〉

（５３
）
数
少
な
い
関
連
条
約
の
ひ
と
つ
が
、
一
九
二
九
年
の
ワ
ル
ソ
ー
条
約

二
八
条
で
あ
る
。

（５４
）
条
文
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
、
Ｚ
ヽ
お
い
ざ
ヾ
↓
ミ
エ
ド
》
ω
Ｆ

∪
お
言
づ

，
ュ
円
す
ｏ

Ｎ
”
∩
）
い●
Ｏ
①
Ｃ
一∽ｏ

，
①
【
∽
「
『”
０

，
①
・
穴
０
】●
］
り
ヽ
∞
・

（
５５

）

学

説

で

は

特

に

バ
や
ヽ
＆

Ｆ

”
湧

Ｎ
Ｅ
明

〓

０
ぃ
８

、

一
い
８

〓

野

〓

や
い
い
Ｒ

ミ

ハ
イ
モ
　

ンヽ
ャ
ツ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

工
や
ヽ
れ
ヽ
「
∽
ｏ
ｓ
・
０
ぃく
●
”
【
ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ
」
「
ｏ
いい
」
”
●
”
●
・
Ｚ
一①
Ｊ
ヽ
く
ｏ
】
Ｆ
］
Φ
∞
い

曾
ｏ
器
σ
一”
一）

ｏ
ナ

ｏ
Ｎ
［Ｅ

Ｆ
デ

〓
いＢ
Ｎ
ｃ
“
ｒ
ｓ
ヽ
Ｒ
ド

〓
２

，
ｏ
一
寿

Ｃ
●
０

［
５
け
①
【
①
∽
∽
①
椰
σ
Ｏ
で
く
①
『
¨
Ｃ
い
い

い
●
´
』
”
づ
”
コ
】
∽
ｒ
Ｏ
い

い
●
一
①
【
口
”
口
０
５

，
一
〇
５

Ｎ
Ｃ
∽
鱗̈
●
Ｑ
い”
Ｆ
①
〓
∽嘱Ｏ
ｏ

，
Ｆ
Ｎ
く
哩
”
どく
いつ
∽
ｏ
【
（
】
０
０
Ｎ
）
卜
心
ω
‐心
Ｏ
ヽ
・
心
ヽ
心

Ｐ

一
Ｚ
ヽ
お
ｓ
ヽ
ｏ
・

【
●
一
ｏ
】
①
∽
∽
①
ゴ
”
げ
■
μ
”
●
●
ｍ
　
σ
①
い
　
●
①
［

Ｎ
Ｃ
∽
一寧
●
０
い”
Ｆ
ｏ
い一∽
Ｕ
】
口
「Ｃ
コ
ｍ

いい
　
く
ｏ
セ
Ｂ
ｏ
ｍ
①
コ
∽
【
①
Ｏ
コ
ニ
い０

，
①
●

∽
”お
〓
躁
ｏ
い一ｏ
Ｆ

ゴ
¨
〓
①
中Ｑ
Ｌ
ｏ
ミ
パ
ヨ
ｏ
（〓
３
ｍ
）

〓
①
８
風
讀
社
ｏ
『●
●
器
コ

Ｏ
①
∽
【Ｎ
く
”
・
弓
■
σ
い●
ｍ
ｏ
●
】
ｏ
ｏ
卜
・
∽
Ｎ
ω
【
‐い
さ
い
。
Ｎ
ω
Ｎ
¨
ヨ
δ
コ
い∞
０
燿
い
Ｏ
σ
ぃ”

いヽ
ｎい∽ヾ
ｏ・〕Ｃ【いい０いｏＬＯ●
い０
ロギ「い∽．”二。●”中の一”∽①∽
い●
〕”「”３‘　Юω

】
５
一
・
ｒ
”
ｄｅく
①
】
〇
‐
。

（
【
０
∞
０
）

一
「
一Ｃ
・０
“叫
げ
①
【
∽
【
Ｏ
ｒ
一
σ
①
い
「
鷲
ヽ
』
い
ｏ
・
〕
”
「
”
‐

う
①
∽
ｏ
一Ｐ
Ｃ
】①
∽
０
』
〕
暉
【
【∽
０
いｏ
日
〇
●
一
ｒ
・”
ダ
ヽ
い●

〕
”
０
”
●

ハ

（
【
Ｏ
Ｎ
Ｏ
）
釧
ｕ
‥
∞
ｏ
・

（
”００
）
」Ｐ
Ｃ
の
Ｑ
①
【
ｒ
い
一ｏ
】
い
ｃ
【
い●
∽
σ
・』
ド
ヽ
ド
ヽ
「
Э
・
コ
い
①
』
Ｎ
Ｃ

∽
ｏ
ざ
Ｓ
や
ｏ
お

（く
〇
【
いｍ
Ｏ

】４
し
・
∽
・卜
さ
帆

』
〓

Ｃ
い
０

一く
ヽ
ド
蓄

さ
ｏ

（
く
Ｏ
】
い
”
①

一Ｚ
し
゛
∽
・Ｎ
ω
ω
ｔ
Ｐ
Ｃ
∽
Ｏ
①
【

”
ｏ
ｏ

，
一∽
づ
【
ｏ
ｏ

，
Ｃ
コ
”
ｒ
Ｏ

日
ｏ
Ｆ
Ч
ｏ
ｐ
卜
・Ｎ
』
り
ヽ
卜
・
』
”
Ｕ

，
い
の
∽
①
＞
●
●
Ｃ
”
【

０
〓
二
ｏ
日

”
一い０
口
”
】
一Ｆ
■

Ｃ
と

こ

あ

貧
ｏ
Ｎ
ｇ

ｐ
ｐ
Ｐ

Ｎ
Ｎ
∞
―
日
本

に
お

け
る
航
空
機
墜
落
の
後
に
ボ
ー
イ
ン
グ
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
え
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
民
訴
法

一
五
条
の
不
法
行
為
地
か

ら
出
発
し
て
い
る
。
ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｓ
ド
”
ω
一〇

・９
い
。
∞
”
〕≧
ｒ
Ю
∞
含
ｏ
∞
ｇ

Ю
ω
Ｐ

Ｎ
ω
い
―
イ
ン
ド
人
同
士
の
支
払
請
求
訴
訟
。

（
”
０‐
）

∽
Ｏ

バ
ｏ
８
ｏ
ヽ
『

ヽ
ド
Ｓ
ヽ

・
＞

●
①
【
Ｆ
①
●
●
ぼ
口
”

暉
い
０

く

〇
〓

∽
一
「
ｏ
ｏ
Ｆ
Ｃ
●
ｍ

”
ε
∽】諄●
０
いいｏす
ｏ】
”
Ｆ
一【■
①
い●
』”も
”●
¨
Ｎ
Ｎ
「
いＯ
ｐ
（【０
∞
０
）
ω
】Ｏ
・
ω
Ｎ
Ｎ
・

五
八
七



法
政
研
究

一
巻
二
豊
下
四
号

（
一
九
九
七
年
）

含
樋
Ｙ
０
０
〓
］
９
【
９
〕
ｏ
∞
Ｆ
」＞
【ｒ
ｐ
ｏ
曾
ｏ
∞
ω
）
】
Ｎ
Ｐ
Ｃ
〓
２
】∽”●
巴
く
い０
●

げ
Φ
い
露
ミ

，
い
０
ド
Ｐ

】
”
づ
”
●
ｏ
の
０

０
０
Ｃ
【
一
．∽
０
０
●
〕う
ｏ
一
ｏ
●
ｏ
ｏ
ヽ
「
Ｃ
【
い
の
０
い
Ｏ
Ｌ
Ｏ
●

♂

『
Ｆ

一８

日
彗

いｏ
●
出

目

けい器

↑いｏ
●
´

日
●
８

「

８

●
い
０
卜

・中
Φ
貧

ｏ
∞
じ

い
い
９

い
∞
ｐ
・
９
０
］
豫
ｒ
Ｃ
口
０
∽
６お
ヽ
い
ｏ
ド
（０げ
①
口
］Ｚ
・ｕ
ａ
）・
∽
・
卜
、
∞
」瑯
・

（５９
）
民
訴
法
第
四
条
三
項
は
、
「事
務
所
ま
た
は
営
業
所
」
と
述
べ
て
お

り
、
ま
た
民
訴
法
二
一
条
と
は
異
な
り
、
特
別
裁
判
権
で
は
な
く
、
外

国
企
業
に
対
す
る
普
通
裁
判
籍
を
規
定
し
て
い
る
。

（ｍＯＵ
）
一判
＝
凶
の
昴
慨
組
殻
は
、　
∽
ｏざ
Ｓ
ヽ
ｏお
（０げ
ｏ●
】４
・い
０
）・
∽
・ヽ
い
ω
‐心
Ｏ
ｐ
Ｌ
ζ

，
お

，
８
ｏ

（０げ
ｏ
●
Ｚ
い
い
Ｙ
く
鴨
ｂ
●
ｏ

，
∪
ｏ崎
ｏ
ド
６
ざ

，
いう
¨
〓
ｏ
『，Ｃ
のき
】Ｑ
①
【●
●
ｍ
①
●

↑
げ
ｏ●
Ｚ
ｂ
ｕ
Ｖ
∽
』
ｏ
Ｐ
Ｐｏ
ｏ
納
・Ｌ
∽ミ
ヽ
ド
↓ｐ
口
】●
置
０
パ
胃
●
づ
【ｏ匡
０日
０

働
ｏ
∽
』
”
づ
”
●
【
∽
ｏ
ｒ
Ｏ
●

パ
ｏ
〓
い
∽
い
０
●
∽
】
０
０
Ｆ
一
∽
く
Ｏ
●

，
Ｏ
Ｃ
一
ｏ
・
い
●

”
コ
Ｏ
ｏ

，
一
い
ロ

〕
”
●
”
口
∞
（【
Ｏ
Ｏ
中）
ヽ
‐ω
Ｎ
゛
Ｐ
ａ
”
”
ヽ
ド
ヽ
Ｆ
い●
¨
マ
【ｏ
●
″
ｒ
”
」
∽
（〓
７
∽”
し
・

Ｕ

”
∽

』
，

「
”
づ
い
∽
０

，
０

一
ョ
一
』

，
●
・
コ

０
０

，
Ｆ

】≦

●
●
ｏ
Ｆ
Ｏ
●

い
ｏ
Ｏ
卜

・
∽

。

い
０
「

・

【
∞
］
，中
∞
い
。

（６‐
）
特
に
明
瞭
に
国
際
裁
判
管
轄
を
否
定
し
た
裁
判
例
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

ｒ
Ｏ
弓
ｏ
ご
ｏ
い
い
。ｐ
・８
∞
♪

』
＞
Ｆ

瑶

（
８
∞
ｇ

Ｎ
心
Ｐ

Ｎ
心
い
つ
¨

●
●
一０
●
一Ｚ
。Ｏ
Ｏ
）
一
Ｎ
Ｏ
・０
・【
０
∞
０
・
〕
＞
【ｒ
ω
中
（い
０
∞
∞
）
ｐ
】
の
（∽
。●
●
一〇
●

Ｚ
あ
卜
Ｙ
Ｎ
∞
、
』
０
∞
メ
〕＞
【Ｆ
ω
Ｎ
含
ｏ
∞
ｏ
）
い
０
デ
い
の
Ｎ
↑
・Ｃ
●
一ｏ
●
Ｚ
、
の
〉

ｐ
ｐ
］
』
ｏ
ｏ
い
Ｌ
≧
♂
ω
釧
含
ｏ
ｏ
Ｓ

】
Ｎ
・
【
Ｎ
Ю
Ｉ
日
本
メ
ー
カ
ー
に
よ
る

消
極
的
確
認
訴
訟
。
―
さ
ら
に
最
終
的
に
は
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
し

た
次
の
判
決
も
参
照
。
ｒ
Ｏ
日
ｏ
こ
ｏ
Ｎ
Ｎ
”

３
∞
♪
〕
≧
ｒ
ｐ
∞
曾
ｏ
∞
ｇ

五

八
八

ｐ
卜
∞
・
Ю
い
Ｏ
・
Ｎ
ａ
ｐ
ｌ
日
本
に
お
け
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
墜
落
後
に
ボ
ー
イ
ン

グ
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
”
∞
・望
］
Φ
∞
メ
〕
＞
Ｆ

ω
【
つ
０
∞
ｅ

ｐ
ｐ
ｐ
ｐ
ｐ
い
―

ス
イ
ス
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
事
故
¨
Ｎ
Ｎ
・”
い
０
∞
ｐ
ｒ
≧
ｒ
ω
ω
含
ｏ
ｏ
ｅ

］
０
０
・
い
〇
〇
”
―
日
本
の
労
働
者
が
リ
ー
ダ
ー
ス
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
社
に
対

し
て
提
起
し
た
訴
え
。
―
ド
イ
ツ
の
判
決
に
つ
い
て
の
執
行
判
決
請
求

訴
訟
の
枠
内
に
お
い
て
ｒ
Ｏ
Ｚ
”
明
ヽ

９
り
〕
ｏ
∞
が
」
≧
ｒ
ω
∞
Ｏ
ｏ
ｏ
ｅ

中
∞
ｏ
＝

０
”
Ｃ
”
】●
Ｆ
］
ｏ
∞
Ｐ

∞
ｏ
ｏ
日
常
＞
●
ヨ
・
バ
ｏ
さ
ミ
『
Ｒ
ド
ｓ
ド

地
裁

は
、
裁
判
籍
の
合
意
を
、
条
理
に
従
い
、
ま
た
国
際
礼
譲
を
考
慮
し
て
、

判
断
し
た
。

盆
幅
）
『
や
ミ
ｏヽ
〓
（ｏ
げ
ｏ
●
Ｚ
・
中
ｏ
Ｙ
Ｏ
ｏ
●
①
【ュ
コ
①
も
ｏ
諄
∽
・
中
，Ｎ
Ｏ
ｄ
●
●
０
０
①
【

ｒ
”
●
Ｏ
Φ
∽げ
①
【いｏ

，
一
〕
”
づ
”
●
く
０
●
し
σ
崎

，
ヾ
６
Ｓ

，
０
げ
Ｑ
・
∽
・ω
Ｏ
ω
‐ω
い
Ｏ
・
ω
０
０
い

（“∞
）
ｒ
Ｏ
弓
ｏ
Ｆ
Ч
ｏ
Ю
①
』
』
Ｏ
ｏ
】
・
〕
＞
】ｒ
∞
釧
（
】
Ｏ
ｏ
ｐ
）
い
、
い
・
い
Ｎ
卜
・
く
”
ｒ

”
Ｃ
Ｏ
Ｆ

Ｏ
い
０

【」
げ
ｏ
「
∽
い
Ｏ
Ｆ
一
げ
０
い
ン
「０
お
ｏ
さ
０
　
（
Ｏ
σ
①
●

一Ｚ
。
い
釧
）
。
∽

・
０
卜
蜘

・

（６４
）
ｒ
Ｏ
日
。
ご
ｏ
Ｎ
ｏ
。９
Ｐ
ｏ
∞
９
］＞
日ｒ
ω
【
Ｏ
ｏ
∞
ｅ

ｐ
】
ｐ
ｐ
い
”

（６５
）
ｒ
”
弓
ｏ
ご
ｏ
∞
ｂ
』
０
∞
が
】＞
【Ｆ
ω
い
Ｏ
ｏ
∞
３

Ｎ
ｐ
ｐ
ｐ
ｐ
ｐ

（６６
）

，
ｏげ
。
目
ω
σ
無
Ｚ
・
ｕ
ｒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（”田
）
ｒ
Ｏ
弓
ｏ
Ｆ
Ч
ｏ
（ｏ
げ
①
●
Ｚ
・
０
釧
Ｖ
∽
・ｐ
ｐ
ω
・

（６８
）
ｒ
Ｏ
弓
ｏ
ご
ｏ
ｐ

，
【
り
∞
Ｐ
〕＞
Ｈｒ
ω
ω
含
ｏ
ｏ
ｏ
）
Ю
Ｏ
Ｎ
Ｎ
０
９

（６９
）
Ｚ
や
ド
や
ヽ
ｏ
●
げ
①
椰
Ｚ
・
ｕ
ｇ
・
”
Ю
卜
Ｆ
Ｆ
Ｏ
弓
ご
ｏ
い
９
ド
Ｐ
ｏ
∞
♪
】
＞
Ｆ

ｐ
∞
含
ｏ
∞
ｇ

Ｎ
ふ
ω
・
Ю
心
ｐ

日
本
に
お
け
る
被
告
の
支
店
は

（民
訴
法
四

条
三
項
）
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
集
中
的
に
生
じ
て
い
る
事
件
と
は
全
く



無
関
係

で
あ

っ
た
か
ら
、
と
い
う
理
由
が
あ
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
。

（
ワｎ
Ｗ
）
「
ぶ
ヽ
い
い
ｏ
゛
”
】
ｏ
０
０
０
Ｃ
】
”
中
『

，
い【
●
ｏ
∽
∽
一
０

『
０
【
ｏ
いｍ
●

ｒ
”
二
”

，
日
一
∽
”
∽

∽
”【
Ｏ
ｏ
∽
ｏ
一
げ
く
〕
”
「
”
口
ｏ
●
０
０
０
Ｃ
『
¨
´

い
Ｎ

【
●
Ｆ
Ｆ

，
ヨ
く
ｏ
【
Ｎ
Ｏ
ｍ
‐
∞
い
い

。
∞
中
ｏ

含

Ｏ
Ｎ
∞
ｙ

∽
６
Ｓ
Ｓ
●
０
ぉ

↑

げ
①
り

Ｚ

・
ｕ
ｏ
ン

∽
・
ハ
ｏ
９

明

腑
いに

Ｆ
Ｏ

弓
ｏ
Ｆ
て
ｏ

Ｎ
心
。
Ｎ
。い
Ｏ
Ｎ
一
ｏ
」
＞
【
ｒ

］
ｏ

（
い
０
「
ｕ
）
ｐ
ｐ
ａ

・
Ｎ
ω
ｏ

（
Ｏ
σ
ｏ
コ

】Ｚ
。
い
０
）
¨

「店
ハ
生
回

は

一
般
市
民
で
あ
り
、
被
告
と
比

べ
て
資
力
も
限
ら
れ
て
い
る
。
」

（７‐
）
ｐ

ｏ
げ
ｏ
●
げ
２
Ｚ
・
卜
”

∪
Φ
ｃ
〓
ｏ
Ｆ
『
ミ
』ミ

曾
８
い器
Ｚ
）

ｒ
ｏ
弓
ｏ
●
ｏ

Ｎ
『
・ｏ
』

０
∞
Ｎ

）
」
＞
【
Ｆ

Ｎ
Ｎ

（
い
ｏ
∞
卜
）

い
ヽ
卜

・
］
∞
ω
‐
”
Ｑ
西
”
”
↑
Φ

パ
ｒ
マ
【
〓

迎
Ⅷ
）●

『
【

，
Ｏ
Ｆ
一
ｏ
Ｏ

，
”
Ｏ
①
●
∽
・

全
π

）

∽
・
ｏ
σ
①
●

Ｚ

。
い
ｐ

（７３
）
ド
イ
ツ
民
訴
法
に
は
存
在
し
な
い
こ
の
裁
判
籍
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民

訴
条
約
及
び
ル
ガ
ノ
条
約
の
六
条

一
号
は
、
規
定
し
て
い
る
。
く
写

∽
Ｏ
Ｓ

，
０
お

・
】
Ｎ
く
コ

・
コ
●
・
ω
い
ｏ

聴
・

（７４
）
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
し
た
の
が
、
ｒ
Ｏ
↓
ｏ●
ｏ
∞
・９
い０
∞
メ
〕＞
Ｆ

い
い
Ｏ
ｏ
∞
３
Ｎ
Ｎ
ｏ
・
ｐ
ｐ
Ｔ
飛
行
機
衝
突

（じ
”
否
定
し
た
の
が
ｒ
Ｏ
弓
？

″
Ч
Ｏ

Ｎ
Ｏ
・
【
』

０
０
Ｆ

〕
＞
Ｈ
ｒ

ω
い

（
］
Ｏ
Ｏ
Ｎ
）

］
Ｎ
い

・
］
ヽ
い

（
０
げ
０
●

Ｚ

・〇
い
し
・

く
写

∽
３

ヽ
Ｒ

ド

●

ｇ

●

ｚ

。
い
い
）

∽
。
心
釧
Ｎ

”
゛
一
２

・

（７５
）
ｒ
Ｏ
日
。ご
ｏ
Ｎ
∞
・”
中ｏ
∞
ｐ
〕≧
ｒ
ω
ω
含
ｏ
ｏ
ｅ
Ю
ｏ
ｐ
ｐ
ｏ
∞
―
出
版
に

よ

る
名

誉

毀
損

（
日
本

の
不
法

行

為

地

を
疑

間

と
し

て
否
定

し
た
γ

穴
Ｏ
Ｓ
ヽ
お
ｏ
（ｏ
げ
ｏ
●
】４
・
い
い
〉

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ツ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

（７６
）
ｒ
Ｏ
日
。
ご
ｏ
Ｎ
”
メ
い
０
∞
メ
〕＞
】ｒ
ω
Ｎ
含
ｏ
∞
ｏ
）
〕
ｏ
Ｆ
【
ｏ
”
く
Ｌ
・

∽
Ｏ
Ｆ
”
Ｏ
Ｆ
。
Ｎ
Ｎ
”
Ｏ
Ｎ
（
い
０
∞
卜
）
い
∞
【●
■
Ｚ
・『
ｏ
【
●
①
【
Ｆ
の

↓
ｏ
Ｆ
】
ｏ

中
い
。①
・【
０
い
Ｏ
・　
σ
Ｏ
【いｏ

，
一ｏ
一
く
０
５
『
ぶ
０ヽいヽ

（Ｏ
σ
①
●
一Ｚ
・Ｎ
Ｏ
し
・
∽
・
Ｎ
Ｏ
Ｏ
　̈
絆怪

か
な
価
値
の
財
産
、
す
な
わ
ち
本
件
で
は
被
告
の
見
本
物
と
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
ー
端
、
民
訴
法
八
条
に
よ
る
国
際
裁
判
管
轄
の
た
め
に
は
十
分
で

な

い

。

こ

れ

に

つ

い

て

、

ミ

粋
ド
ミ

一
」

Ｅ

Ｑ

目
”
一
い
０
●
”
一
８

”
二
Ｓ

け
８

ｏ
Ｆ

・

いう
¨
日
●
σ
①
】
（〓
【
∽撃
γ

∪
”
い
」
”
づ
”
●
い∽
０

，
①
”
０
０
Ｆ
一∽
∽Ч
∽
一９
８
・
『
『
”
●
″
‐

」ど
再
ヽ
ぞ
Ｆ
い
Ｏ
Ｎ
Ｏ
・
∽
。
い
い
Ｏ
・
い
０
心
・

（７７
）
く
咀
・
工

，
電
ω
´
『
ｏ
【
Ｃ
ョ

Ｚ
ｏ
●
Ｏ
ｏ
●
く
ｏ
う
いΦ
●
∽
【●
ロ
ヨ
慎
”
●

，

，
ｃ
甲

一【
”
〓
”
”
い
０
〕
”
づ
”
口
¨
↓
．●
ｏ
」＞
〓
０
０

，
一い０
コ

０
「
「
“
【
いい
０
いｏ
〓
０
●

いｏ

↓
【

，
●
∽
口
”
目
ｏ
５

，
中
Ｆ
“餞
”
”
Ｌ
Ｏ
●
¨
ｐ
〇
一Ｃ
・〕
【【，
０
０
Ｆ
ｒ
・”
ｏ
く
。
心
【
，０
卜
・
ｕ
０

（
い
０
０
Ｎ
）

・
Ｎ
Ｃ

〕
”
づ
”
●

ｕ
、
，
ｏ
ω
¨
Ｕ
ざ
Ｓ
Ｓ
●
６
お

，

い
ｏ

「
，

≦
「Ｏ
ｏ
一
一

（
ｏ
σ
Φ
目

一Ｚ

。

い
〇
）
・
∽
・
ω
］
〇
・

（７８
）
「
ミ
』ミ
・
Ｆ
”
〓
ヨ

』
”
づ
”
ロ
ト
含
Ｏ
Ｎ
ｅ

∞
ヽ
【

（７９
）
０
０
〓
Ｎ
卜
●
８
∞
ｐ
圏
ガ
どご
ｏ
曽
¨
卜
ｐ
ａ
ｏ
ヨ
ド
ロ
一ヨ
ｋ
ミ
∽Ｓ
Ｓ
ミ
ミ

Ｐ
釧
‐Ｎ
ω
・

（
ｍ
ＯＵ
）

ト

ド
Ｑ
ド
ド
ヽ
∽
Ｆ

」
Ｃ
【
”
∽
０
い
ｏ
〓
０
●

い
口

】
●
一
①
【
●
”
目
Ｏ
Ｂ
”
】
ｒ
”
■

・
”
」
〓

・く
σ

・

Ｈ●
Ｆ
ｒ
。
さ
０
（
い
Ｏ
Ｎ
ヽ
Ｎ
ω
）
中
心
い
‐い
Ｏ
Ｎ
・
い
Ｎ
Ｏ
‐
］
Ｎ
Ｎ
“
べ
↓
ｏ
ヽ
お
ｏ
ミ
ヽ
ヽ
（０
げ
①
ｂ

Ｚ
。
い
）
・
”
う
。
ハ
ト
‐卜
∞
¨
∽
Ｑ
ざ

，
０
討
・
【Ｎ
く
”
・
”
●
・
中
∞
〇
・
σ
①
いＯ
①
５
ｐ
ヨ
Ｚ
”

バ
一Ｑ
』Ｓ
∽
↑絲
６
ド
（Ｏ
σ
ｏ
●
Ｚ
・
い
〉

∽
・
］
ω
ｏ
‐
Ｈ
Ｏ
Ｏ
¨
０
↓
ｏ
いざ
♪

”
”
げ
①
【∽
Ｎ

ａ
∞

（いり
０
心
）
０
０
い
い
¨
べ
ｏ
Ｓ
ωド
ｏ
・
σ
①い
∽
６き
Ｓ
ヽ
６ド
（Ｏσ
０５
］Ｚ
・
い
）・
∽
・
心
ヽ
釧
・

五
八
九



法
政
研
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一
巻
二
豊
下
四
号

（
一
九
九
七
年
）

（
８‐

）

∽
ｏ

一田

【

ｏ
Ｎ
ω

Ｎ
”
〇

”
０
〓

ｐ
ナ

］
デ

］
ｏ
∞
Ｐ

ゴ

、〓

〕
ｏ
∞
ｐ

ω
い
Ｐ

ω
鯛
Ｎ

”＝
　
】
「
”

，
Ｘ

中
０
０
０

・
ヽ
い

。
卜
Ｎ

】日
≦
』
４

●
二
一
ゝ
Ｆコ
ロ
デ

∽
６
ざ
Ｄ
ｏ
ド

【
０

・
”
●
０

，

”
の
工

Ｎ

い
い
Ｐ

ｏ
ｐ

ｏ
ｐ

（
ｏ
σ
①
コ

Ｚ

』

中
Ｙ

（
８２

）

最

近

強

調

し

て

い

る

の

が

＞
″
ｏ
ｒ
ｃ
【
露

８

σ
①
●

Ｚ

二

じ

・
ｐ

］
Ｎ
の

い

盆
“
）

０

０

〓

ω
ｏ

・
ｏ
』

Φ
∞
い

・
〕
”
Ｆ

】
ｏ
∞
∞

ｏ
中
心
Ｆ

ｕ
ヽ
ハ

（
σ
①
〓
”
●
コ
ｍ
γ

一
ミ
や

ｏ̈
ざ
∽
お
０
で
Ｆ

Ｎ
Ｎ
”

∞
〇

（
］
０
０
Ｎ
）
い
、
Ｆ

の
ヽ
守
Ｓ
Ｑ
が

蜜
Ｆ
●
∽
ｏ
Ｆ
ｏ
●
】
０
０
Ｆ
一
①

ｒ
Ｓ

【
Ｎ
く
”

・
”
①
『
∪

Ｏ
①
∽
く
０
コ

ω
ω

（
【
Ｏ
ｏ
●
）

Ｎ
］
ω
‐
Ｎ
『
ｕ

・
Ｎ
Ｍ
Ｏ

〔
日

■

Ｚ

・

』
の
ら
０
０

，

日

い
一
ｏ
●
品

①
”
ｏ
コ
∽
０
貫

ぉ

】
↓
ｏ
●
一
ｏ
●
Ｎ
い
コ

】
Ｎ
「
コ

Ｇ

σ
Ｏ
・

Ｚ

・
∞
〉

”
●
・
］
Ｎ
Ｎ

魂
Ｊ

∞
卜
∞

・

（
鰯
韓
）

”
ｏ
「
８
・
”
ｏ
コ
ｏ
ｏ
目
０
●
∽
Ｏ
●

』
Ｃ
一
い
０
い
”
中
」
Ｃ
『
】
∽
０
い
ｏ
Ｌ
Ｏ
●

”
●
０

【
５
一
０
】
●
”
‐

口
ｏ
●
ユ

０
３

８

Ｌ

Ｎ

の
”
■

Ｆ

Ｆ
”

ｏ
Ｒ

Ｃ

ト

ニ

ム

♪

８

含

０
∞
Ｊ

・
正

当

に
も

こ
れ
に
反
対
す

る
の
が

ミ
ｐ
↑∽
魯

Ｑ
Ｆ
聟
ｃ
Ｏ
①
３

３

ｏ
咀
８

０
①
８
ヨ
ー

づ
０
一
①
い

Ｏ
①

』．
●

Ｑ
ぃ
０
ぃ

，
い
『
ｏ
　
一
”
●

∽
　
０
０
【
一

，
い
●

①
∽
　
０
０
い
く
０
●

〓

０
目

∽

い
●
一
０
」
●
”
Ｓ
Ｏ
●
”
】
①
♂

”
ｏ
ｏ
●
ｏ
■

Ｏ
①
∽

Ｏ

Ｏ
Ｃ
【
∽

【
①
【
（
］
Ｏ
Ｎ
∞
‐
Ｈ
Ｈ
Ｈ
）
〕
ｐ
Ｎ
‐
ｐ
ｐ
∞

・

】
ｕ
Ｎ
¨
穴
↓
ｏ
ヽ
ド
ｏ
一一ヽ
↓
（Ｏ
σ
①
目
Ｚ
・
］
】
Ｙ

”
●
・
心
〇
・

（∝∞
）
”
ｏ
ｏ
一”
一９
３
０
５
一
日
口
〓
０
）
口
いう
ｒ
く
ｏ
【
ゆ
心
Ｎ
Ｆ

∽
・
ω
Ｏ
い
。

（
８６
）
次

の
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
を
参
照
。
”
∽
ｏ
Ｏ
ａ
Ｑ

い
Ｆ
】‘
ご

］
貧
〉

常
酬
）
く
性
。
①
一■
”
「
いＯ
①
Ｈ
＞
〓
０
【
”
沖
０
９
´
コ
①
て
い
ｏ
（Ｏ
σ
ｏ
「
Ｚ
・
い
い
〉

（８８
）
”
の
〓
Ｎ
】
中
Ｐ

ｏ
ｐ

ｏ
ゃ

盆
硼
）
Ｏ
の
工

（ｏ
σ
ｏ
５
Ｚ
・
ω
Ｎ
〉
〕
”
Ｆ
〕
０
０
Ｐ

０
０
ｐ

ｏ
ｏ
Ｐ

Ｏ
の
〓
∞
ヽ
』
ｏ
ｏ
Ｐ

〕
”
Ｆ
］
０
０
心

・
ω
心
ω

・
ω
心
ヽ
＝
Ｎ
Ｄ
Ｐ
く

中
０
０
心

・
【
Ｎ
ト
ー
ー

の
市
【
【０

，
一
●
∽
一”
●
０
∽
‐

五
九
〇

く
①
】
①
い
う
σ
”
【
Ｃ
コ
”
。　
②
　
】
〇
卜

」
ヮ

，

（９０
）
ド
ィ
ッ
民
訴
法

一
六
条
は
、
一
度
も
住
所
を
有
し
た
こ
と
な
い
被
告

に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
Ｊ
Ｎ

六
七
条
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
日
本
の
民
訴
法
二
条
二
項
は
、
日
本
に
住
所
を
有
し
な
い
被

告
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
（こ
の
場
合
の
国
際
裁
判
管
轄
に
疑
間
を
抱

く
の
が

『
詳

豫
３
・
ヨ
¨
〓
８
８

∽♂
ａ
Ｑ
」
●
躙
●
８
ｇ
コ
ｚ
ふ

ｇ
。

，

卜
Ｐ

８
Ｙ
財
産
裁
判
籍
が
、
す
べ
て
の
旅
行
者
に
つ
い
て
、
す
で
に
そ

の
携
行
す
る
旅
行
鞄
を
理
由
に
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
Ｚ
Ｐ
〇
二
三
条
の
合
理
的
な
解
釈
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

一
∽
６
ｓ
ｐ
Ｏ
ド

Ｎ
Ｎ
”

Ｏ
Ｎ

（
【
⑬
∞
心
）
ｕ
Ｎ

い

令
＝

）

”
の
工

（
ｏ
げ
①
う

Ｚ

・
い
い
ｙ

Ｚ
」
♂
く
‐
”
”

い
ｏ
Ｏ
Ｐ

い
―
占

里
籍

“
〇

〇

〓

】
ｏ
・

］
］
』

Φ
∞
①

・
∽
Ｎ

い
０

円４
”

Ｎ
Ｏ
ｕ
＝
Ｎ
「
”
く

い
０
∞
∞

・
【
ω
卜
＝

【
「
コ
”
Ｘ

】
Ｏ
∞
∞

・

Ｎ
ふ
０
・
Ｎ
卜
ヽ
ヨ
〓
＞
●
ヨ
・
コ
ｏ
ｑ
ミ

ｐ
ｕ
い
―
外
国
の

（―
）
土
地
の
遺
贈
に

よ
る
債
権
的
請
求
権
の
場
合
に
お
け
る
相
続
人
の
住
所
¨
〇
〇
〓
Ｎ
Ｐ
【
９

］
ｏ
∞
ｐ

口
く
い
デ

】
０
∞
Ｎ
Ｚ
】
ｂ
甲
―
第
一

〓
墜
助

一
〇
の
エ

ロ
”

ｐ

い
０
り
Ｐ

Ｏ
”
Ｃ
”

ＨＥ
二
ｏ
ｏ
心
・
ｏ
ω
∞
・
０
卜
〇
―
本
拠

（著
作
権
上
の
差
止
請
求
権
、　
輌
∞
”
ｏ

」
Ｚ
）

（
ｍ％
）

く
鳴
・
∽
い
ざ
ヽ
い
ド

・
【
Ｎ
く
”

・
”
●
・
ふ
０
０
・

（
９３

）
Ｏ
ｒ
の

『
】
”
ユ
ら
匡
】
ミ
〓

Ｌ
ミ
〓

Ｈ
ｏ
ｏ
Ｐ

Ｏ
ｒ
Ｏ

∽
Ｅ

Ｅ
Ｗ

二

ｏ
あ

』
ｏ
ｏ
ｐ

Ｈ
「
”
”
Ｘ

】
０
０
Ｎ

。
い
Ｎ
Ｏ

。
い
∞
【
ヨ
ｐ
〓

＞
●
晏
ｒ

「
↓
』
０
お
ヽ

い
い
０

（＝
く
０
【
いｏ
∽
一
”
●
Ｎ

Ｎｃ
”
の
工
Ｎ
〓
Ｐ
ｏ
ｐ
ａ
８
一
ｏ
雪
０コ
『
中鵬
器
Ｆ
”
”
ｏ
ｏ
３
・
通
常
、
日
本



に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る

（ｏ
げ
ｏ
目
σ
２
Ｚ
・
Ｎ
ｅ
。
そ
れ
に
対
し
て
オ
ー

ス
ト
リ
ア
は
異
な
っ
て
い
る

（ｏ
σ
①
コ
σ
ュ
Ｚ
・
ω
ｅ
。
Ｕ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て

は
、
合
衆
国
籍
及
び
原
告
の
住
所
は
、
合
理
性
の
考
慮
の
際
に
、
大
き

な
意
味
を
有
し
て
い
る
。̈
＞
８
〓
●
σ
ｏ
●
Ｚ
・
ヽ
３
・
卜
∞
ｏ
⊂
ｐ

【
ｏ
Ｐ

い
い
ヽ

含
ｏ
∞
Ｎ
Ｙ
”
ｏ
『ご
費
さ
〓
一８
（ｏ
σ
ｏ
コ
Ｚ
。
９
ｏ
ｙ
∽
・
∞
ヽ
日
ォ
Ｚ
・

（９４
）
そ
れ
に
対
し
て
、
劣
後
さ
せ
る
の
は
杢
ヽ
護
∽
轟
６
一
８
げ
ｏ
５
Ｚ
二

じ
・

∽
・
Ｎ
中
Ｎ
¨
Ｎ
中
∞
・

企
助
）
∽
ｏ
”
●
ｏ

，
Ｎ
Ｑ
一辞
ミ
く
ｏ
一一ド
ｏ
§
§
）ヽ
が
Ｎ
「
〇
・
い
ｐ
＞
‘
い
。
バ
２
●
］
ｏ
ｏ
Ｐ

∽
Ｎ
ω
Ｎ
「
〇
・
”
●
・
】
ω
・

念
渕

）

く

鳴

・
ｏ
一
■

，

０

い
０
【
”
二

く
。
∽
①
】
二

ｏ
ｏ
∽

＞

①
【
ｏ
∽

〇

】
Ｃ
Ｎ
２

『
ｏ

Ｏ
ｏ

∽
‘
Ｆ

∽
・＞
〓
ｐ
ω
ｐ
『
・∽
●
づ
ｏ
・
ハ
ω
ω
（∽
。∪
』
名
・く
・い
Ｏ
ｏ
一
〉

（”】
）
ｏ
Ｎ
】
Ｏ
Ｎ
”
０
・
ｏ
∞
Ｎ
】
〕
Ｚ
・
＞
二
。
い
Ｚ

，
い
の
く
Ｌ
ｒヽ
口
”
Ｇ
・

（ｍ”
）
Ｏ
ｏ
ｍ
ｏ
●
Ｏ
ｒ
Ｏ
〓
百
●
ｏ

，
ｏ
●
（Ｏ
σ
①
●
Ｚ
・
］
ハ
ｙ
【”
”
”
Ｘ
い
Ｏ
Ｏ
”
・
Ｎ
ω
Ｎ
・

念
”
）
０
０
〓

ｏ
』
ｏ
』
ｏ
ｏ
ｐ

〕
”
Ｆ
い
Ｏ
ｏ
Ｆ
∞
ｏ
ｐ

∞
ｏ
ｐ
＝
口
く
”
ｒ
Ｚ
Ｆ
い
０
‐

ど
く
０
一ｅげ
ｏ
でく①
【げ
∽く
ｏ
」
∽一０
い
。　
ゆ
∞
ω
Ｏ
〕
ヮ
Ｆ

（１００
）
〇
〇
〓
ｐ
”
〓
』
ｏ
∞
Ｐ

口
く
ロ
ニ

Φ
∞
ω
Ｚ
”
ω
い
―
南
チ
ロ
ル
ヘ
の
材

木
の
運
搬
、　
ゆ
∞
∞
〓
〕
Ｚ
。十
分
だ
と
み
な
し
て
い
な
い
の
が
、
〇
〇
〓

Ｎ
Ｎ
・
中Ｏ
・
中
０
０
卜
・
Ｎ
』
”
く
．
い
Ｏ
Ｏ
ｍ
・
Ｎ
Ｎ
・

（
Ⅲ

‐Ｖ‐
）

∽
ｏ
お
一
ｏ
∽
∽
ヽ
■
・
】
「
”
”
Ｘ

い
Ｏ
ｏ
Ｎ

“
中
心
Ｎ

・

（‐０２
）
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
二
三
条

一
文
後
段
の
訴
訟
対
象

の
裁
判
は
、
問
題
が
な
い
。　
一
ｏ
ｏ
【
Ｆ
Ｐ
≧
一こ
Ｚ
¨
一
∞
ｒ
≧
一・言
や

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ッ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

Ｎ
”
〇
・

（
‐０３
）
詳
細
は
∽
ｏ
ド
や
ｏ
ド

Ｎ
Ｎ
「
Φ
Ｎ
３
ｏ
∞
じ

ヽ
９
卜
Ｐ

ａ
８
ｒ

】Ｎ
く
Ｐ

”
Ｐ

ω
Ю
ω

」弓
ふ

ぬ
ぱ
せ
Ｓ
ヽ
「
・
く
ご
『
い

，
∽
∽
Ｃ
コ
”
∽
『
０
０

，
一
日
０

，
①

く
Ｏ
”
”
”
σ
①
●

σ
①
ぃ
●
①
】

］Ｚ
ｏ
【
晏
二
①
『
●
●
ｍ

Ｏ
①
】

い
う
一
ｏ
【
口
”
〓

０
コ
”
】
①
●

一Ｎ
Ｃ
∽
¨
μ
●
Ｑ
い
”
Ｆ
①
い
Ｆ

い
い

『
∽

∽
０

，
そ
く
い
●
２

・
ど
く
い
Φ
コ

］
０
０
ω

¨
∽

。
い
Ｎ
‐
ト
ド

・
い
０

「
ｐ

（‐０４
）
で
ミ
３
∽１

，
弓
”
”
ｘ
８
ｏ
Ｎ

〓
ド
に
は
反
対
す
る
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー

は
、
被
告
の
財
産
の
主
要
部
分
が
内
国
に
存
在
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

命
鵬
）
０
０
〓
ｏ
６
』
Ｏ
ｏ
Ｆ
口
く
”
Ｆ
【
ｏ
ｏ
い
Ｚ
Ｆ
【
∞
Ｐ

（‐０６
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
一
部
請
求
訴
訟
が
許
さ
れ
る
限

り
に
お
い
て
、
一
定
の
価
値
比
例
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
す
で
に
無
意
味

で
あ
る
。

（‐０７
）
結
論
と
し
て
妥
当
な
の
が
、
ｒ
Ｏ
〓
ｏ
い】マ
ｏ
●
い
い
望
”
】
ｏ
ｏ
♪

”
Ｈ夏

い
Φ
Ｏ
ｕ

・
い
い

Ｈ日
い
一
Ｎ
匡
∽
Ｆ

＞
●
目
ｒ

い
ヽ
や
ヽ
お
ｏ
ゞ
お
お
一
α
Ｎ

・

全
剛

）
∽
ｏ
０
０
〓

∞
ヽ

■
ｏ
ｏ
ω

（
ｏ
げ
①
椰

Ｚ
。
∞
Φ
Ｙ

（
輛鵬
）
Ｏ
ｒ
Ｏ

∽
一Ｃ
〓
ｍ
”
】
一
（
ｏ
げ
①
コ

Ｚ

。
Ｏ
ω
Ｖ

】
「
”
”
ｘ

］
ｏ
ｏ
Ｎ

・
］
Ｎ
Ｏ

・
い
∞
Ｆ

バ
一ミ
８
３
絲
ｏ
お
（
ｏ
げ
ｏ
５

Ｚ
・
ｏ
∞
ン

∽
・
Ｎ
】
ω
い

∪
”
”
ρ
お
い

〇
〇
〓

Ю
ぁ
』
０
∞
ｐ

曰
く
”
ｒ
　
Ｈ
ｏ
Ｎ
Ｏ

一Ｚ
【
・
０
心
‥
０
∽

，
　
一〓
０
一
①
〓
ｏ
【
¨
”
】
Ｃ
●
Ｑ
∽
鮮
一
Ｎ
〓
０

，

”
Ｃ
ｏ
Ｆ

「
ヽ
け
ｏ
ざ

８̈
『

（
ｏ
σ
①
コ

Ｚ
・
ゆ
ト
ン

コ
●
・
Ｎ
Ｏ

”
晏
〕
国
い
Ｏ
①
・

（
・‐ｎｉｌＵ
）
口

，
】
ｏ
い
Ｎ
■
①
い
い

＞

「
【
ｏ
「
①
】

ｒ
”
〓

ぃう

”

「
『
ｏ
「
ｏ
」

「
Ｏ
『
‘
ヨ

・
【
∞

Ｏ
Ｆ
〕”
・Ｆ
・”
ｏ
メ

ω
心
ｏ
‐
ω
Ｏ
Ｎ

（
中
０
０
い
Ｖ

く
”
Ｆ

，
いｏ
Ｌ
Ｎ
Ｃ

∽
ｏ
ざ
い
ｏ
お

・
】
Ｎ
く
”

。

”
●
・
ｐ
中
心
鍮
Ｆ

Ｎ
］
∞
・

五
九
二



法
政
研
究

一
巻
二
豊
Ｔ
四
号

（
一
九
九
七
年
）

（Ⅲ
）
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
の
適
用
可
能
性
は
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
国
際
裁
判
管
轄
権
を
創
設
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。

コ
∽
０
０
【ｏ
ｏ
”
口
・
【Ｃ
】０
つ
）
（ヽ
）
含
〓
Ｙ

∩
Ｗ
）

ｏ
ω
Ｎ
∞
】
Ｚ
Ｆ

い
Ｏ
Ｎ
「
０
一
∽
∞
ｏ
Ｚ
】
】
日
Ｏ
¨
ｏ
ｐ
ｏ
ｏ
】
Ｚ
Ｆ

中
』”
●
・

Ｎ
”
〇
・

（
ｍｍ
）
く
咀
〓
「
■
一６
ド
♪

円４
〕
ご
く
い
Ｏ
Ｏ
Ｎ
・
ω
０
０
０
・
ω
Ｏ
Ｏ
∞
沖
”
Ｓ
∽
も
ヽ
９
ミ
・
【”
”
”
Ｘ

］
０
０
卜
・
］
∞
ω
・
【
∞
０
一
０
↓
０
いざ
♪

コ
”
σ
Ｏ
お
Ｎ
ｕ
∞
（
］
ｏ
ｏ
心
）
Ｎ
Ｎ
Ｆ

フて
の
レ
摯
つ

に
、
履
行
地
の
管
轄
権
を
肯
定
し
た
の
が
、
ｒ
Ｏ
日
ｏ
ご
ｏ
ｐ
・９

８
Ｎ
Ｎ

〕
＞

Ｈ
ｒ

い
∞

（
】
ｏ
Ｎ
卜
）

ｐ
０
０

・
Ｎ
］
ω

・
，

い
０
「
Ｎ
Ｃ

』
ヽ
粋
Ｓ
Ｎ
ヽ
一
（
Ｏ
σ
ｏ
●

】４
。
「
〇
〉

∽
・

い
ヽ
い
「・
”
①
”
げ
∽いｏ
ｒ
一いｍ
一
く
ｏ
●
（∪
ｒ
Ｏ
Ｏ
お

，
Ｆ
”
い
い
。い
。中
０
０
Ｎ
・
］＞
Ｈｒ
ω
Ｏ

（］
０
０
ω
）
Ю
【
Ｎ
・
Ｎ
【
∞
・

（‐‐４
）
”
驚

れヽ
ｏ
Ｓ
含
「
”
”ｘ
い
一
ｏ
♪

】
∞
ｅ

は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
鏡
像
原
則

か
ら
の
離
反
を
提
唱
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
承
認
法
に

お
け
る
法
的
安
定
性
は
た
だ
大
き
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
こ
の
原
則
に
は
固
執
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〕
く
」
・
∽
６
ざ
６
６ド
【Ｎ
く
Ｆ

コ
●
・
∞
ω
】
喘”
・
∞
ω
ω
”
『
↓
いｏ
お
ω
・
＞
●
ｏ
【
だ
０
●
コ
●
●
ｍ
∽
Ｎ
Ｃ
∽
一簿
●
。
ぃｍ
″
①
い一

Ｎ
≦
≧
∽
Ｏ
Ｆ
Ｏ
●

∽
０
い
Ｏ
ｍ
Ｏ
日
げ
Ｌ

Ｏ
ｍ
Ｈ
Ｃ
●
０
∽
”
”
Ｎ

●
●

一

〇

①
●
０
「
”
】
Ｆ
】
”
」
∽
Ｏ
Ｆ

”
】０
］０
』①
【０
い
Ｏ
Ｏ
Ｏ
・
∽
。
い
い
Ｎ
・

（ｍ田
）
∽
６
き

，
ｏ
お
。
」
Ｎ
・
い
Ｏ
Ｏ
ｐ
・
ｕ
ｕ
・

五
九
二

［訳
者
あ
と
が
き
］

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
・
キ
ー
ル
大
学
の
シ
ャ
ッ
ク
教
授

（Ｆ
ｏ
お
∽∽８

∪
【・
〓
”一日
ｏ
ｒ
Ｆ
器
ド
ｒ
ｒ
〓
・
Ｏ
ｏ寿
①一嘔
》
が
、
早
稲
田
大
学
名
誉

教
授
の
中
村
英
郎
先
生

（聟
ｏ
や
Ｕ
Ｆ
ｕ

，
Ｆ
い

〓
い計
ｏ
Ｚ
”５
日
日
じ

の
七
〇
歳
の
誕
生
目
を
お
祝
い
す
る
論
文
集
の
第
二
巻

（『
８
け●ｏ汀
蟄

「鰤
「
】占
い０
０
０
Ｚ
”
Ｆ
”
ヨ
‘
【”
Ｎ
ｃ
ヨ

Ｎ
ｏ
・
〔）①
げ
‘
【
一∽
一”
”
”
日

Ｎ
・
り』
μ
】Ｎ
い
Ｏ
Ｏ
Ｏ
・

一コ
①
『，
Ｃ
コ
啜
ｗｍ
ｏ
げ
ｏ
●
く
Ｏ
●
＞
ｂ
Ｏ
【①
”
∽
甲
円０
一０
【いｏ
コ
ヽ
「

，
Ｆ
ｏ
て
０
∽，
い
Ｌ
「０

，
い０
”
・
Ｈ
０́
，

ご
ｏ
８
ｏ
ｐ
ｒ
いσ
ｃ
●
３
）
に
寄
稿
さ
れ
た
論
文
の
翻
訳
で
あ
る
。
原

壺
醒
」
は

、
　
【
●
一
ｏ
【
●
”
〓
０
●
”
】Ｏ

Ｎ
Ｃ
り
けμ
い
０
い
ｍ
Ｆ
ｏ
い
一
Ｃ
ぅ
。

【
●
】”
●
一
∽
σ
Ｏ
Ｎ
Ｃ
ｍ
．

シ
ャ
ツ
ク
教
授
は
、
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
、
国
際
民
事
訴
訟
法
及
び

著
作
権
法
の
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
中
堅
の
学
者
で
あ
り
、
キ
ー

ル
大
学
で
は
国
際
私
法

・
民
事
訴
訟
法
の
研
究
所
の
所
長
で
も
あ
る

（
日
】
【
Ｏ
Ｆ
一
０
「
聾
０
∽
【
●
∽
』
一
“
一
り
い
い
【

ロ
ロ
【
０
づ
鱗
い
∽
ｏ
Ｆ
Ｏ
●
●
●
０

【
●
一
０
【
●
”
巨
０
●
”
一
０
∽

Ｆ
いＳ
Ｔ
“
●
口
く
Ｒ
Ｆ
Ｔ
ｏ
ヨ
【８
Ｆ

，
コ
計
】
ｃ
ユ
お
”浄
摯
Ｎ●
パ
＆

。

本
稿
に
お
い
て
、
国
際
裁
判
管
轄
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
特
に
ド

イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
展
開
及
び
現

状
が
概
観
さ
れ
て
い
る
が
、
国
際
民
事
訴
訟
法
の
他
の
分
野
と
同
様

に
こ
こ
で
も
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
系
と
英
米
法
系
と
の
対
立
が
顕
著

で
あ
る
。
シ
ャ
ッ
ク
教
授
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
対
立
は
、
明

確
な
管
轄
ル
ー
ル
に
よ
る
法
的
安
定
性
か
、
そ
れ
と
も
不
特
定
概
念

ま
た
は
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
個
別
事
件
の
正
義
の
実
現
か
、
と
い



う
命
題
に
還
元
さ
れ
る
。
他
方
で
本
稿
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
大
陸
法
系
に
属
す
る
日
本
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
そ
し
て
ド
イ
ツ

法
に
お
い
て
、
最
近
の
判
例
及
び

一
部
の
学
説
が
、
国
際
裁
判
管
轄

権
の
創
設
の
た
め
に
追
加
的
な
内
国
関
連
性
を
要
求
す
る
こ
と
で
、

厳
格
な
管
轄
ル
ー
ル
か
ら
離
反
し
て
、
柔
軟
な
英
米
法
の
管
轄
ル
ー

ル
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
は
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
、
か
か
る
傾
向
を
指
摘
し
て
、
直
ち
に
こ
の
分
野
で
の
英
米
法

と
大
陸
法
の
統

一
的
理
解
の
達
成
を
口
に
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
世
界
的
な
規
模
で
の
国
際
管
轄
条
約

を
目
指
し
て
会
合
を
重
ね
て
い
る
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
最
近
の

報
告
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

（道
垣
内
正
人

「
ヘ
ー
グ
国
際
私
法
会
議

の

「民
事
及
び
商
事
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
及
び
外
国
判
決
承
認
執
行

に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
第
二
回
会
合
の
概
要
」
際
商
二
四
巻

（
一
九
九
六
）

一
〇
二
五
頁
）
。

シ
ャ
ッ
ク
教
授
は
、
ド
イ
ツ
法
の
伝
統
的
な
立
場
か
ら
国
際
裁
判

管
轄
の
ル
ー
ル
の
柔
軟
化
と
そ
の
結
果
生
じ
る
法
的
不
安
定
に
対
し

て
大
き
な
懸
念
を
抱
い
て
、
最
近
の
傾
向
を
批
判
す
る
。
そ
の
う
ち

日
本
法
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
シ
ャ
ッ
ク
教
授
の
批
判
な
い
し

分
析
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
現
状
に
対
す
る
批
判
と
比
べ
れ
ば
穏
当
な

も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
日
本
の
判
例
及
び
学
説
で
支
持
さ
れ

て
い
る

「特
段
の
事
情
の
考
慮
」
を
原
則
と
す
る
国
際
裁
判
管
轄
の

ハ
イ
モ
　
シ
ャ
ッ
ク
　
国
際
裁
判
管
轄
と
内
国
関
連
性

決
定
方
法
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
に
本
稿
を
翻
訳
す
る
最
大
の
意
義
が
あ
る
と
訳
者
に
は

思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
翻
訳
の
公
表
を
快
諾
さ
れ
た
シ
ャ
ツ
ク
教
授
に

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
翻
訳
の
許
可
を
得
る
に
際
し
て
多
大
な
る
ご

尽
力
を
賜
っ
た
中
村
英
郎
先
生
に
、
こ
の
場
を
か
り
て
心
か
ら
御
礼

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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